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第１章 調査研究の概要 

第１節 調査研究の目的 

自動運転は、我が国の交通事故の削減や渋滞の緩和に有効なものと考えられ、近年、国

内外において技術開発が急速に進展している。 

我が国においては、「官民ITS構想・ロードマップ2020」（令和２年７月15日高度情報通

信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定。以下「ロードマッ

プ2020」という。）等を踏まえ、令和４年４月に公布された道路交通法の一部を改正する

法律（令和４年法律第32号）により、SAEレベル 1４ 2に相当する特定自動運行の許可制度が

創設され、令和５年４月から施行された。 

令和５年12月に設置された「AI時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討サ

ブワーキンググループ」（以下「SWG」という。）において、令和６年５月に取りまとめら

れたSWG報告書では、交通ルールについては、「自動運転車の実装に当たり課題となり得る

道路交通法の規定の有無、対応方法等についての検討、及び自動運転車により道路交通法

の具体的な遵守方法に係る検討が必要」との指摘が示された。 

これを踏まえ、令和６年度自動運転の拡大に向けた調査研究においては、都内での走行

を目指すとされているロボットタクシーの実装を念頭に置き、現在の技術水準において、

開発者側が自動運転車の実装に当たり課題となり得ると認識している交通ルールに関し、

自動運転車を含む全ての交通参加者の交通の安全と円滑を確保するという観点から、課題

の有無や対応方法について論点整理及び検討を行ったところ、検討の中で挙げられた課題

については、更なる検討を要することとされた。 

これらを踏まえ、道路交通法（昭和35年法律第105号）を所管する警察庁においては、

自動運転車の開発に資する交通ルールの解釈の明確化を図るとともに、ロボットタクシー

がスタックした場合の対応について各種調査・検討を行い、また、自動運転に係る技術開

発動向を見据えて今後起こり得る課題の有無や対応方法について論点整理をするため、本

調査研究を実施することとした。 

本調査研究における用語の定義は、表１及び表２のとおり、ロードマップ2020及び

SAE InternationalのJ3016（2021年４月）の日本語参考訳であるJASO TP18004（2022年３

月改訂。以下「JASOテクニカルペーパ」という。） 3の定義を基本的に採用することとした。 

なお、本調査研究は、令和７年度警察庁委託事業として、みずほリサーチ＆テクノロジ

ーズ株式会社が受託し実施した。 

 

  

 
1  SAE（Society of Automotive Engineers） International が定義付ける自動車の運転の自動化レベル。 
2  SAE International の J3016 における運転自動化レベルのうち、システムが全ての動的運転タスク及びシステムの作

動継続が困難な場合への応答をシステムが機能するよう設計されている特有の条件内で実施し、システムの作動継続

が困難な場合、運転者が介入要求等に応答することが期待されないもの。 
3  JASO テクニカルペーパ「自動車用運転自動化システムのレベル分類及び定義」（2022 年３月 18 日改正）。 
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【表１】運転自動化レベルの定義の概要 4 

 

 

 

 

  

 
4  ロードマップ 2020 23 頁「表２：運転自動化レベルの定義の概要」を基に作成。 
5  認知、予測、判断及び操作の行為を行うこと。 

レベル 概要 操縦 5の主体 

運転者が一部又は全ての動的運転タスクを実行 

レベル０ ・ 運転者が全ての動的運転タスクを実行 運転者 

レベル１ 

 

・ システムが縦方向又は横方向のいずれかの車両

運動制御のサブタスクを限定された運行設計領

域において実行 

運転者 

レベル２ 

 

 

・ システムが縦方向及び横方向両方の車両運動制

御のサブタスクを限定された運行設計領域にお

いて実行 

運転者 

自動運転システムが（作動時は）全ての動的運転タスクを実行 

レベル３ 

 

・ システムが全ての動的運転タスクを限定された

運行設計領域において実行 

・ 作動継続が困難な場合は、システムの介入要求

等に運転者が適切に応答 

システム 

（作動継続が

困難な場合は

運転者） 

レベル４ 

 

・ システムが全ての動的運転タスク及び作動継続

が困難な場合への応答を限定された運行設計領

域において実行 

システム 

レベル５ 

 

 

・ システムが全ての動的運転タスク及び作動継続

が困難な場合への応答を領域の限定なく実行 

システム 



3 

【表２】関連用語の概要 6 

 
6  JASO テクニカルペーパを基に作成。 

語句 定義 

動的運転タスク 

（DDT: Dynamic 

Driving Task） 

・ 行程計画並びに目的地及び経由地の選択などの戦略上

の機能を除き、道路交通において車両を操作するため

に必要な、全てのリアルタイムで実行する操作上及び

戦術上の機能。 

・ 以下のサブタスクを含むが、これらに制限されない。 

1) 操舵による横方向の車両運動の制御（操作上の機能） 

2) 加速及び減速による縦方向の車両運動の制御（操作上

の機能） 

3) 物及び事象の検知、認識、分類、反応の準備による運

転環境の監視（操作上及び戦術上の機能） 

4) 物及び事象に対する反応の実行（操作上及び戦術上の

機能） 

5) 運転操作計画（戦術上の機能） 

6) 照明、信号及び身ぶり手ぶりなどによる被視認性の向

上（戦術上の機能） 

注釈 簡素化のため及び使いやすい省略語を提供するた

め、3)及び 4)を統合して、対象物・事象検知及び応答

（OEDR）と呼ぶ。 

対象物・事象の検知及

び応答 

（OEDR: Object and 

Event Detection and 

Response） 

・ 運転環境の監視（対象物・事象の検知、認識及び分類並

びに必要に応じて応答する準備）及びこれらの対象物・

事象に対する適切な応答（DDT及び/又はDDTのフォール

バックへの応答を完了するために必要に応じて）を実行

することを含むDDTのサブタスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１】DDT 部分を示した運転タスクの概略図 

（制御図ではない） 

DDT

縦方向車両運動制御

横方向車両運動制御 車両運動OEDR目的地・経由地
の計画

操作上の機能（基本的車両運動制御）

戦術上の機能（物/事象回避及び迅速行程の計画及び実行）

戦略上の機能（行程及び目的地の時期調整及び選定）
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自動運転システム 

（ADS: Automated 

Driving System） 

・ 特定の限定領域（ODD）に限るか否かにかかわらず、持

続的に全てのDDTを実行することができるハードウェア

及びソフトウェア 

ADS-DV 

（Automated Driving 

System-Dedicated 

Vehicle） 

・ 自動運転システム搭載車両 

限定領域 

（ODD: Operational 

Design Domain） 

・ ある運転自動化システム又はその機能が機能するよう

に設計されている作動条件 

遠隔支援 

（remote assistance） 

・ ADSが管理不能な状況に遭遇した際、行程の継続を促す

ための、遠隔地にいる人間による事象主導の、運転者

なしの操作におけるADS搭載車両への情報又は助言の提

供。 

注釈１ 遠隔支援は、遠隔運転者によるリアルタイムの DDT

又はフォールバックの実行を含まない。むしろ、ADS

は、遠隔地にいる人間によって支援されているとき

でさえ、全ての DDT 及び／又はフォールバックを実行

する。 

注釈２ 遠隔支援には、修正された目標及び／又はタスク

に基づく ADS の提供が含まれることがある。 

注釈３ 遠隔支援機能は、同じ人間が遠隔支援及び運行指

令機能の両方を実行する場合でも、目的地の選定又

は行程開始のタイミングに関する戦略的指示（すな

わち運行指令機能）の提供を含まない。 

例１ レベル４の ADS-DV が、その ODD 内において予告なし

の工事中エリアに遭遇する。ADS-DV は、遠隔地にいる

人間に対し、工事区域周辺を運行することができない

と伝達する。遠隔地にいる人間は、その ADS-DV が自動

的に運行継続し行程を完了できるように、車両が工事

区域を迂回して進むための新しい進路を提供する。 

例２ レベル４の ADS-DV が、自車線内で、乗り越えるには

大きすぎるように見える障害物を検知し、停止する。

遠隔支援者は、車両のカメラを使用し、その障害物

が、車両が安全に通過／乗り越えることのできる空の

バッグであることを識別する。そして、ADS-DV に、運

行継続の指示を出す。 

遠隔運転 

（remote driving） 

・ 遠隔運転者による、DDTの一部又は全て及び／又はDDT

のフォールバックの、リアルタイム実行（リアルタイ
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ムのブレーキ、操舵、加速、及び変速ギア選択を含

む）。 

注釈１ 受け入れ可能なフォールバックの準備ができてい

る遠隔利用者は、フォールバックを実行するとき遠

隔運転者となる。 

注釈２ 遠隔運転者は、OEDR を実行又は完了し、横方向及

び縦方向の車両運動制御のために、ADS を無効にする

権限をもつ。 

注釈３ 遠隔運転は、運転自動化ではない。 

注釈４ 人間による車両の遠隔運転は、“遠隔操作（テレオ

ペレーション）”と呼ばれることがある。しかし、

“遠隔操作”は、文献においても定義が一貫してい

ない。したがって、混乱を避けるために、本書では

使用されない。 
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第２節 調査検討委員会の開催 

１ 開催目的等 

調査研究に当たり、調査方法及び調査内容の企画、実施及び検討、調査結果の分析、

課題の検討等を行うため、「自動運転の拡大に向けた調査検討委員会」（以下「調査検討

委員会」という。）を開催した。 

 

２ 委員等（敬称略） 

調査検討委員会の委員等は、以下のとおりである。 

【委員長】 

中川 丈久  神戸大学大学院法学研究科 教授 

【委員】 

朝倉 康夫  東京工業大学 名誉教授 兼 神戸大学 名誉教授 

今井 猛嘉  法政大学大学院 法務研究科 教授 

岩貞 るみこ 自動車ジャーナリスト 

鹿野 菜穂子 慶應義塾大学 名誉教授 

河合 英直  自動車技術総合機構交通安全環境研究所 自動車安全研究部長 

佐藤 浩至  一般社団法人日本自動車工業会 大型車委員会 大型車技術部会 部会長  

須田 義大  東京工科大学片柳研究所 教授 未来モビリティ研究センター長 

波多野 邦道 一般社団法人日本自動車工業会 安全技術・政策委員会 自動運転部会 部会長  

星 周一郎  東京都立大学 法学部/大学院法学政治学研究科 教授 

山本 昭雄  ITS Japan 専務理事 

稲盛 久人  警察庁 交通局 交通企画課長（第１～３回は井澤 和生） 

藤原 麻衣子 警察庁 長官官房 参事官（高度道路交通政策担当） 

成富 則宏  警察庁 交通局 交通企画課自動運転企画室長 

山下 斎   警察庁 交通局 交通企画課理事官（第１～３回は池田 雄一） 

【オブザーバー】 

小川 博    株式会社ネクスティ エレクトロニクス 技監  

「RoAD to the L4」プロジェクト テーマ３リーダー 

山本 美香  Waymo LLC Head of Policy and Government Affairs, Japan & APAC 

金井 昭彦  日本交通株式会社 上席執行役員／事業開発部長 

山本 彰祐  ＧＯ株式会社 ビジネス企画部 部長 

木村 健   日産自動車株式会社 総合研究所 モビリティ&ＡＩ研究所 エキスパートリーダー  

一ノ瀬 直  株式会社Ｔ２ 技術開発本部/開発統括オフィス 本部長補佐 

河野 恵悟  株式会社Ｔ２ 事業開発本部/ソリューション企画部 プロジェクト

マネージャー 

山形 創一  デジタル庁 国民向けサービスグループ 企画官 

中川 誠   内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 企画官 

影井 敬義  総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 

新世代移動通信システム推進室長 

櫻井 泰典  総務省消防庁 国民保護・防災部 参事 

加藤 和輝  法務省 刑事局 刑事課 参事官 

佐藤 仁美  外務省 国際協力局 専門機関室長 
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黒籔 誠   経済産業省 製造産業局 自動車課 モビリティＤＸ室長 

竹下 正一  国土交通省 道路局 道路交通管理課 

高度道路交通システム（ＩＴＳ）推進室長 

家邉 健吾  国土交通省 物流・自動車局 技術・環境政策課 自動運転戦略室長 

太田 誠一  国土交通省 物流・自動車局 安全政策課 安全監理室長 

 

３ 開催状況 

調査検討委員会の開催日程と各回の議事は、以下の表３のとおりである。 

 

【表３】調査検討委員会の開催日程及び議事 

回 開催日程 議事 

第１回 
令和７年 

10 月１日 

• 委員長選出 

• 調査検討委員会における検討の方向性 

• 調査検討委員会における論点について 

• 事業者説明 

（自動運転車が公道上でスタックした場合の取扱い） 

第２回 
令和７年 

11 月 12 日 

• 論点に関する討議 

論点①：「特定自動運行の終了」の整理 

論点②：「遠隔支援」の条件と限界 

第３回 
令和７年 

12 月 11 日 

• 自動運転車の開発事業者等との意見交換会の結果報告 

• 論点に関する討議 

論点②：「遠隔支援」の条件と限界 の続き 

論点③：「必要な措置」としての遠隔運転等の許容性・範囲 

論点④：警察・消防の現場活動との関係で、特定自動運行主

任者側が行うべき事項としてあらかじめ整理しておくべき

対応 

論点⑤：複数台の特定自動運行用自動車が同時に同じ場所で

人間による関与を必要とするなど、特定自動運行主任者間

での連携を要する場合に求められる対応 

第４回 
令和８年 

２月 19 日 

• 論点②：「遠隔支援」の条件と限界 のまとめ 

• 海外調査研究結果概要 
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第２章 調査検討委員会における検討 

第１節 検討の背景 

令和６年度は、SWGが令和６年５月に取りまとめた報告書における指摘を踏まえ、ロボ

ットタクシーの実装を念頭に置き、現在の技術水準において、開発者側が自動運転車の実

装に当たり課題となり得ると認識している交通ルールに関し、自動運転車を含む全ての交

通の安全と円滑を確保するという観点から、課題の有無や対応方法について論点整理を実

施した。 

その結果として、以下の点を確認した。 

・ 交通ルールは、交通の安全と円滑を確保する観点から、自動運転車を含む全ての交

通参加者に対して共通に適用されなければならない。自動運転車の開発・普及のた

めに、既存の交通参加者に負担を強いるような交通ルールの設定は、自動運転車が

交通社会で共存するという観点からは、社会の理解が得られない。 

・ 自動運転車は交通法規を遵守することに加えて、有能で注意深い人間の運転者

（Competent and careful human driver。以下「CCD」という。）と同等以上の安全

性を有するべきとする国際的な車両開発の安全基準が、道路交通安全の観点からも

有用である。 

 

また、今後の課題として、以下の点を抽出した。 

① 開発者等の事業者との継続的なコミュニケーションを通じて、CCDによる運転行動

の具体的な内容を明らかにしていくべき。 

② 自動運転車が公道上でスタックした際の警察等との連携のあり方について事業者向

けに指針を示すべき。 

 

そこで、本調査検討委員会では、以下のように調査研究を行うこととした。 

① 自動運転車の開発に資する交通ルールの解釈の明確化を目的とした自動運転車の開

発事業者等との継続的なコミュニケーション 

・ 自動運転車に求められるCCDと同等以上の走行について明らかにすべく、自動運

転車の走行に当たり課題となり得る道路交通上の具体的な場面において、その解

釈をより明確化すべきと考えられる交通ルールについて、書面でのヒアリングを

実施。 

・ ヒアリング結果に基づき、警察庁が事業者との意見交換を実施。 

・ 意見交換やヒアリングの結果については、警察庁ウェブサイトで公表。 

② 自動運転車が公道上でスタックした場合の取扱い 

・ 自動運転車が公道上でスタックした場合に、警察等の指示に応じて当該自動運転

車を適切な場所へと速やかに移動させることができるように、自動運転車に対す

る遠隔からの支援も含めた事業者が行うべき対応方法について整理・検討。 

・ 検討結果を踏まえ、事業者に示すガイドライン等を公表。 
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そして、「① 自動運転車の開発に資する交通ルールの解釈の明確化を目的とした自動

運転車の開発事業者等との継続的なコミュニケーション」については、別添１に示す「自

動運転車の開発事業者等との意見交換」において調査研究を進めることとし、「② 自動

運転車が公道上でスタックした場合の取扱い」については、調査検討委員会の中で議論を

行うこととした（議論の詳細は第２節以降に示す）。 

加えて、我が国での自動運転車の社会実装の更なる進展を見据え、自動運転に係る技術

開発及び法的枠組みの検討を行っている英国の海外調査研究を行うこととした（結果は第

３節及び別添２に示す）。 
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第２節 検討結果 

１ 論点設定 

前記のとおり、調査検討委員会では、自動運転車が公道上でスタックした場合に、自動

運転車に対する遠隔からの支援も含めた事業者が行うべき対応方法について議論を行うこ

ととした。 

議論を行うに当たって、まずは議論の前提として、検討の目的及び検討の流れを確認す

るとともに、自動運転車による物流・旅客事業を実施又は計画している事業者から自動運

転車のスタック時の措置等に関して説明を受けた上で、論点について整理を行った。 

 

(1) 検討の目的 

道路交通法の観点から、交通の円滑を確保するために、自動運転車のスタック時にお

ける車両操作の主体、車両操作の具体的な手続を明らかにすることとした。具体的には、

自動運行装置が車両操作の主体となる領域（遠隔支援の領域）を明確にするとともに、

特定自動運行終了後の人間が主体となって車両を移動させなければならない領域におい

て執るべき手続を検討することとした。 

 

(2) 検討の流れ 

調査検討委員会では、以下の流れで検討を行うこととした。 

① 道路交通法の観点から見た特定自動運行の終了時の対応の整理を説明 

② 自動運転車による物流・旅客事業を実施（又は計画）している事業者から、自動

運転車がスタックした場合に、当該自動運転車に対する遠隔からの支援も含めて、

どのような措置を講じているか（又は講じることを計画しているか）を聴取。 

③ 道路交通法上許容される措置の具体的な実施方法について、事業者間で統一すべ

き要素を洗い出し。 

 

(3) 事業者による説明 

上記(2)②として、自動運転車による物流・旅客事業を実施又は計画している事業者

である 

・ Waymo LLC7/日本交通株式会社/ＧＯ株式会社 

・ 日産自動車株式会社 

・ 株式会社Ｔ２ 

より、遠隔支援をはじめ、自動運転車がスタックした際に講じている又は講じることを

計画している措置等についてそれぞれ説明がなされた。 

 

 

 
7  Waymo LLC からは、遠隔支援に係る背景の説明として、「ADS の遠隔支援（リモートアシスタンス）のユースケースに

関する AVSC ベストプラクティス（AVSC-I-04-2023）」について言及があった。 

Automated Vehicle Safety Consortium. 2023. AVSC Best Practice for ADS Remote Assistance Use Case. SAE 

Industry Technologies Consortia. 
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(4) 論点 

調査検討委員会では、自動運転車が公道上でスタックした場合に起こり得る事象を踏

まえ、特定自動運行中に自動運行装置が車両操作の主体となる領域において行う「遠隔

支援」としてどのような対応が想定し得るか、スタックして特定自動運行が終了した場

合に、警察等の指示に応じて当該自動運転車を適切な場所へと速やかに移動させること

ができるようにどのように対応すべきかなどを踏まえ、以下のとおり論点①から⑤を設

定し、議論を行うこととした（図２参照）。 

 

論点①：「特定自動運行の終了」の整理 

論点②：「遠隔支援」の条件と限界 

論点③：「必要な措置」としての遠隔運転等の許容性・範囲 

論点④：警察・消防の現場活動との関係で、特定自動運行主任者側が行うべき事項と

してあらかじめ整理しておくべき対応 

論点⑤：複数台の特定自動運行用自動車が同時に同じ場所で人間による関与を必要と

するなど、特定自動運行主任者間での連携を要する場合に求められる対応 

 

 

【図２】調査検討委員会における論点 

 

これらの総論に関する委員による主な意見は、以下のとおりであった。 

 

【委員による主な意見】 

・ 本調査検討委員会では、無人の自動運転車が公道上でスタックした場合の取扱い

人

間

シ
ス
テ
ム

車両操作の
主体

論点②

特定自動運行

特定自動運行の終了

遠隔支援（仮称）
（特定自動運行用自動車への
一定の情報又は助言の提供）

措置を講ずべき事由がある場合

論点①

法が規定する措置を講ずべき事由の有無の確認

・当該特定自動運行用自動車が
違法駐車であるか否か

・ 交通事故の状況

・警察官の指示等の有無
・緊急自動車等の接近等の有無

・踏切での終了であるか否か
・本線車道等での終了であるか否か

・ 現場措置業務実施者等による駆け付け、運転※

・ 遠隔運転

複数台の特定自動運行用自動車が同
時に同じ場所で人間による関与を必要
とするなど、特定自動運行主任者間で
の連携を要する場合における対応

論点⑤

特定自動運行中・終了後に関わらず

網掛け部分：

遠隔からの人間による関与

論点③

※ 運転には、ゲームコントローラ等の特別装置による特定自動
運行用自動車の操作を含む。

必要な措置を講じる具体的場面

特定自動運行主任者による必要な措置

＜措置のうち、車両を移動させる場合の方法の例＞

論点④

警察・消防による迅速な現場活動の
支障にならないようにするための対応
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を議論するとのことであるが、これは自動運転車に限って起こり得るものではな

い。例えばタクシーの運転者が急な体調不良によって車両が動かせなくなった場

合など、有人の車両でも公道上でスタックすることは十分にあり得る。自動運転

車に限らず、車両が公道上でスタックした場合の現在の警察・消防の対応を確認

した上で、自動運転車にも適用可能な対応と新たに必要となる対応に整理して検

討するのが良いのではないか。 

・ 自動運転車は、公道上でスタックした場合以外にも、他の交通の安全と円滑を妨

げる場合がある。例えば、高速道路において、車線規制を伴う道路工事が行われ

ている場合には臨時の速度規制がなされることがあるが、実勢速度と規制速度に

乖離が生じ、法令を遵守する自動運転車が渋滞を招き、円滑な交通を妨げること

が懸念される。このような臨時の速度規制について、より合理的な設定を検討す

べきである。 

・ 事業者による警察・消防への対応は、交通の円滑を図る観点だけでなく、人命救

助の観点でも必要な対応を検討すべきである。例えば、交通事故の発生時に、自

動運転車の下部に人が倒れていることを確認できないまま遠隔から車両を動かせ

ば二次事故を引き起こしてしまう。また、消防が現場に駆け付け、エアジャッキ

を入れて生存空間を確保するといった救助活動を行う上で、自動運転車が確実に

停止していることを現場で即座に確認できる必要があると考える。 

・ 自動運転車が公道上でスタックした場合の取扱いについて、交通の安全と円滑を

図る観点から検討することは、自動運転車の社会的受容性を向上させる上で非常

に重要である。一方で、自動運転車がスタックする可能性のある事象は、非常に

稀な事象を含めて様々なものが想定される。スタック時の対応を検討する際に

は、事象の頻度とリスクも考慮して検討してもよいのではないか。稀な事象まで

この場で検討する必要があるのか。また、例えば、急な天候変化は、過去は稀で

あったが、近年は頻発しており、それらの事象も考慮する必要があるのではない

か。 

・ 自動運転車の走行に関して具体的にどのような安全水準が求められるのかを可能

な限り明らかにすることは、道路交通法における AI 等による認識が難しいあいま

いな部分を明らかにする上で非常に重要である。難しいとは思うが、今年度の調

査検討委員会においても継続して議論できる場を設けるべき。 

・ 遠隔からの支援を行う際の情報提供の内容については、遠隔から「事実」のみを

伝える場合と、人間による判断結果が含まれた「評価」を伝える場合がある。提

供する情報の内容が道路交通法違反ではないことを人間が判断して伝えるのか、

それとも自動運転車側が判断するのかは、システムの成熟度によって決まるもの

かもしれないが、そもそも遠隔からの支援を行う際には、前提として、道路交通

法に違反する内容の助言はしてはならないことを決めておく方法も考えられる。

その一方で、緊急避難であれば、道路交通法に違反する内容の助言もやむを得な

いとすれば、議論が整理されるのではないか。 

・ 遠隔からの支援内容として、エンジンを切った自動運転車の再発進を想定してい

る事業者もあるが、これは遠隔からの支援を超えて遠隔運転となる可能性がある
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ため、支援と運転は切り分けて議論する必要がある。 

・ 遠隔支援を行うことが許容される範囲及び状況を明確にする必要がある。「今す

ぐ停まれ」といった即時の対応を求める助言はあり得ず、自動運転車が一旦停車

した後に「時間的にも車両の動き的にも余裕がある状態」において助言すること

が成り立つと考えていた。しかし、今回、高速道路の走行について話を聞くに、

高速道路においては、ずいぶん先の車線規制や緊急車両の接近時の音声指示とい

った情報を得て、安全上のリスクもなく、余裕をもって通常とは異なる動きをし

なければならない場面が出てくることが想定される。遠隔支援が許容される場面

としては、特定自動運行中に一旦停車した状況のほか、高速道路においては、も

う一歩踏み込んだ整理が必要なのではないか。 

・ 自動運転車の状態に係る車外表示については、自動運転のシステムのオンオフだ

けでなく、システムの稼働中において、単なる停車であるのか、遠隔支援を待っ

て停車している状態なのかを表示することも必要である。また、人間がシステム

をオーバーライドし、手動運転に切り替わっている場合も明確な表示が必要であ

る。これらの点は、現状の車外表示の方法で伝わるのかなど引き続き検討する必

要がある。 

・ 遠隔支援の定義を明確にする必要がある。国際規格である SAE J3016 及び ISO8 

22736 では、自動運転のタスクが「戦略上の機能（Strategic function）」、「戦

術上の機能（ Tactical function）」及びより具体的な「操作上の機能

（Operational function）」の３つの階層で定義されており、自律した自動運転

は、「動的運転タスク（DDT）」として、戦術上の機能と操作上の機能を自律で行

うものと定義されている。そのため、遠隔支援は、DDT、すなわち戦術上の機能及

び操作上の機能と重複してはならず、重複するものは自律した自動運転ではな

く、いわゆる運転に当たるものと考えられる。遠隔支援はあくまでも戦略上の機

能として行われるべきであると考えると、戦略上の機能としての助言を類型化

し、定義することが重要である。併せて、遠隔支援を待って車両が停止する状態

がどの程度継続してよいかという点も重要な観点である。 

・ WP.29において、自動運転車の車両カテゴリが議論されている。元々、人間が運転

しない設定となっているため、通常の速度域では人間が運転することはないが、

車両の回収等の措置を講じることを想定し、６キロメートル毎時以下であれば人

間が運転してもよいとする方向で検討が進められている。遠隔運転が認められる

範囲については、このような議論を参考にしつつ、ごく限定的な部分で検討した

方が分かりやすいのではないか。 

 

これらの総論に係る議論を踏まえた上で、論点①～⑤について議論を行った。 

 

  

 
8  International Organization for Standardization（国際標準化機構）の略。 
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２ 論点①：「特定自動運行の終了」の整理 

特定自動運行の終了後の対応を含め、自動運行装置に対して人間による関与を行う場合

について議論する前提として、特定自動運行の終了について確認する必要がある。 

道路交通法（以下「法」という。）第 75条の 21第２項は、特定自動運行主任者は、道路

において特定自動運行が終了したときは、直ちに、法第 75 条の 22 又は法第 75 条の 23 第

１項若しくは第３項の規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定

並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない

措置を講ずべき事由の有無を確認しなければならないと規定している。 

 

道路交通法上、「特定自動運行が終了したとき」に該当する場合として、 

① 遠隔監視装置が正常に作動していないことを認めた特定自動運行主任者が特定自動

運行を終了させるための措置を講じた場合（法第75条の21第１項） 

が挙げられるほか、 

② 特定自動運行中に自動運行装置の使用条件を満たさないこととなった 9、又は特定自

動運行用自動車が整備不良車両に該当することとなった 10場合において、直ちに自動

的に安全な方法で停止した状態にある場合（法第２条第１項第17号の２） 

も「特定自動運行が終了したとき」に含まれると解される。 

このほか、条文上明記はされていないが、 

③ 特定自動運行において交通事故があった場合（法第75条の21第２項） 

④ あらかじめプログラムしたとおりに、バス停等で特定自動運行用自動車が停止して

自動運行装置の作動が終了した場合 

 
9  【使用条件を満たさないこととなった場合の例】豪雨、濃霧等の天候変化、路面凍結の発生、信号機の滅灯、緊急自

動車の接近。 
10  【整備不良車に該当することとなった場合の例】自動運行装置の故障、センサーの故障、タイヤのパンク、灯火類

の球切れ、動力伝達系統の故障。 

措置を講ずべき事由に応じて、特定自動運行主任者は、以下の措置を実施する。 

【特定自動運行が終了した場合の措置】 

・ 警察官の現場における指示等に従って通行させるための措置（法第 75 条の 22

第１項） 

・ 緊急自動車又は消防用車両の通行を妨げないようにするための措置（同条第２

項） 

・ 違法駐車と認められる場合の駐車方法の変更等（同条第３項） 

 

【特定自動運行において交通事故があった場合の措置】 

・ 交通事故時における現場の最寄りの消防機関への通報、現場措置業務実施者を

現場に向かわせる措置、事故現場の最寄りの警察署の警察官への報告（法第 75

条の 23 第１項） 

・ 特定自動運行主任者が特定自動運行用自動車に乗車している場合における交通

事故時の救護措置等（同条第３項） 
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も含まれると解される。 

なお、②～④は、特定自動運行用自動車が自動的に停止するものである。 

 

これらの前提を踏まえ、事務局（警察庁）から以下の検討事項を提示した。 

【検討事項】 

上記①～④の場面以外に「特定自動運行が終了したとき」として整理し、本調査検

討委員会の中で議論することが必要な類型はあるか。 

 

本検討事項に関して委員から特段の意見はなく、上記①～④の場面以外に「特定自動運

行が終了したとき」として整理し、本調査検討委員会の中で議論することが必要な類型は

挙がらなかった。 

 

（参考資料） 

道路交通法上、特定自動運行の終了が明記された条文としては、次のものがある。 

・ 法第 75 条の 21 第１項（特定自動運行主任者が、遠隔監視装置が正常に作動して

いないことを認めたときに、直ちに特定自動運行を終了させるための措置を講じ

る義務） 

・ 法第 75 条の 21 第２項（特定自動運行主任者が、道路において特定自動運行が終

了したときに、法が規定する特定自動運行主任者が実施しなければならない措置

（特定自動運行が終了した場合の措置・特定自動運行において交通事故があった

場合の措置）を講ずべき事由の有無を確認する義務） 

・ 法第 75 条の 22（特定自動運行主任者が、特定自動運行が終了した場合におい

て、必要な措置を講じる義務） 

第１項（警察官の現場における指示等に従って通行させるための措置） 

第２項（緊急自動車又は消防用車両の通行を妨げないようにするための措置） 

第３項（違法駐車と認められる場合の駐車方法の変更等） 

・ 法第 75条の 24で読み替えて適用する法第 33条第３項（特定自動運行主任者が、

踏切において特定自動運行が終了した場合において、当該車両等を運転し、又は

運転させることができないときは直ちに鉄道事業法の規定による鉄道事業者等へ

の通報（特定自動運行主任者が乗車している場合にあっては非常信号）を行う等

踏切に停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知

らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するた

め必要な措置を講じる義務） 

・ 法第 75 条の 24 で読み替えて適用する法第 75 条の 11 第１項（特定自動運行主任

者が、本線車道等において特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を

運転し、又は運転させることができないときは、政令で定めるところにより、当

該自動車が停止しているものであることを表示する義務） 

・ 法第 75 条の 24 で読み替えて適用する法第 75 条の 11 第２項（特定自動運行主任

者が、本線車道等において特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を
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運転し、又は運転させることができないときは、速やかに当該自動車を本線車道

等以外の場所に移動するため必要な措置を講じる義務） 
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３ 論点②：「遠隔支援」の条件と限界 

海外では、自動運転を補完する遠隔からの人間の関与として、自動運転システム搭載車

に情報又は助言を与える「遠隔支援（remote assistance）」と呼ばれる態様の行為が観念

され、実際にロボットタクシーの走行において活用されている例がある。 

国内でもロボットタクシー等の運行において遠隔支援の導入を検討している事業者があ

ることから、本調査検討委員会において、道路交通法上規定されていない遠隔支援の限界

について、特定自動運行の許可制度との関係を踏まえた検討を行った。 

なお、当該検討に際しては、本報告書３頁目から５頁目に示した JASOテクニカルペーパ

に基づいた用語の定義を参考とした。 

 

(1) 第２回調査検討委員会での検討 

特定自動運行の許可制度との関係から遠隔支援について検討を行うに当たって、まず

は遠隔支援に係る国際的な議論の状況を確認した。 

 

＜国際的な議論の状況＞ 

〇 JASO テクニカルペーパにおける遠隔支援（remote assistance）の定義 11 

・ ADS が管理不能な状況に遭遇した際、行程の継続を促すための、遠隔地にい

る人間による事象主導の、運転者なしの操作における ADS 搭載車両への情報

又は助言の提供。 

注釈 遠隔支援は、遠隔運転者によるリアルタイムの DDT 又はフォールバック

の実行を含まない。むしろ、ADS は、遠隔地にいる人間によって支援されて

いるときでさえ、全ての DDT 及び／又はフォールバックを実行する。 

 

〇 英国法律委員会の遠隔運転に係る提言文書（2023 年２月）における遠隔支援の

説明 

・ 自動運転は「遠隔支援」と両立し得る。 

・ 人間の運転者に助言のみを行う者は運転者ではないことは確立された見解で

あり、同様に、人間が運転者となることなく、自動運転システムに助言を与

えることもあり得る。 

・ 遠隔支援者は、車両に操作を助言するのみで、即時かつ安全上重要な介入を

目的とした監視を行わない場合、運転者とはみなされない。 

 

我が国制度に目を向けると、道路交通法では、特定自動運行は、道路において自動運

行装置を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自

動車を運行することと定義しており、当該自動車であっても、当該自動車の運行中の道

路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合には、

特定自動運行に該当しないと明確に規定されている。（法第２条第１項第 17 号の２） 

 
11  ３頁「遠隔支援(remote assistance)」参照。本頁では注釈の一部のみを抜粋した。 
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また、上記の「自動運行装置」は、道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号）に規定

する自動運行装置をいうと定義されている。（法第２条第１項第 13 号の２） 

道路運送車両法上、自動運行装置とは、国土交通大臣が付する条件で使用される場合

において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全

部を代替する機能を有するものをいうと定義されている。（道路運送車両法第 41 条第２

項） 

これらを踏まえ、JASO テクニカルペーパにおいて定義される遠隔支援を道路交通法に

おける特定自動運行中に行える一定の場合があるのではないか、すなわち、特定自動運

行中に自動運行装置が直ちに対応できない状況に直面し、新たな動作ができない場合に

おいて、遠隔に存在する人間が当該自動運行装置に対して一定の情報又は助言を提供し

たとしても、当該者による運転とは解されず、特定自動運行が継続していると解される

場合があるのではないかとの前提の下、それがいかなる場合かについて検討を行うこと

とした。 

 

【検討事項１】 

特定自動運行中の特定自動運行用自動車に対する、運転行為に該当しない遠隔支

援による情報又は助言の提供は、どのような範囲で認められるか。 

 

これに対し、事務局（警察庁）から以下の素案を提示した。 

① 実質的な運転ではないこと 

○ 実質的な運転（「自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じ

て当該自動車の装置を操作する者がいる場合」）に該当するものは認められな

い。 

・ 安全な運行に直接関わる認知、予測、判断及び操作について情報又は助言を

提供することは、実質的な運転に該当するものと考えられる。 

・ 少なくとも自動運行装置が行う操作を代替するような形での情報又は助言の

提供は認められないと考えられる。 

 

② 遠隔支援要求の要否を判断し、操作に関わる判断を行うのは自動運行装置であ

ること 

○ 自動運行装置が直ちに対応できない状況に直面した際に、遠隔地に所在する

人間に対し、自動運行装置が特定自動運行を継続するために参考となる情報又

は助言の提供の要請を発し、当該人間がそれに応答するものであること。 

○ 情報又は助言の提供を受けた後、自動運行装置において必要な判断がなされ

た上で、自動運行装置による車両の操作が行われるものであること。 

 

※ 自動運行装置が道路交通法を遵守した走行を行うため、遠隔支援を行う者

（以下「遠隔支援者」という。）が助言の内容について道路交通法への適合性

をあらかじめ判断する必要はない。 
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ただし、特定自動運行用自動車に道路交通法違反があれば、その自動運行装

置は保安基準に適合しない蓋然性が高い。 

※ 遠隔支援による情報又は助言の提供を踏まえ、自動運行装置が緊急避難として

道路交通法違反を行うことを許容できるのか。 

 

これらの事務局素案に対する委員による主な意見は、以下のとおりであった。 

【委員による主な意見】 

・ 遠隔支援として許容されるかは、遠隔からの助言が戦略的タスクであるか、戦

術的タスクであるかで線引きするのが妥当なのではないか。ある場所を走行し

てよい、安全であるといった判断を伴う助言の提供は、戦術的タスクに含まれ

る周辺環境監視のことを指す OEDR に抵触し、DDT に含まれ得る又は DDT を侵食

していると分類されることとなるだろう。遠隔支援によって提供できる情報又

は助言としては、あくまで客観的であって、意思を持たない内容のものしか認

められないのではないか。例えば、目の前に障害物がある場合に、対向車線の

スペースが空いていると助言する場合には、空いていて安全であるという文脈

を含むと、OEDR に抵触し得る。 

・ 「遠隔支援」の頻度（時間的、距離的間隔）の許容範囲を含む支援の範囲を定

義すべき。例えば、あまりに頻繁で細かい助言は、実質的な運転であり、戦略

的ではなく戦術的であると言え、遠隔支援の範囲を超えるのではないか。 

・ まずは遠隔支援と遠隔運転がそれぞれ何を指すのかを整理するところから始

め、その上で、遠隔運転と遠隔支援の境界領域として想定される場面につい

て、考え方を整理する必要があるのではないか。 

・ 自動運行装置が直ちに対応できない状況に直面した際に行う情報又は助言の提

供は、命令や操作とほぼ同じであり、このため、遠隔支援と遠隔運転の線引き

を明確にすることは難しいのではないか。 

・ 遠隔支援が認められるのは、自動運行装置が遠隔支援が必要であるという要請

を発した時のみと整理すべきなのか。 

・ 運転自動化レベルの分類と定義を示す SAE J3016 では、自動運転システムが DDT

及び DDT フォールバックの全てを完遂するものをレベル４の自動運転システム

であるとしている。つまり、外部からの関与を必要としないが故にレベル４の

自動運転システムと呼べるということ。このように、レベル４の自動運転シス

テムには自律性が求められるところ、自動運行装置が認識できていない何らか

の事態について、自動運行装置からの要請がない状態でシステムの外部から人

間が先行的に主体的・主観的なコマンドを行うことは、想定していないものと

考えられる。SAE J3016 が、遠隔支援を「事象主導（event-driven）」の情報又

は助言の提供と限定的に定義した背景には、関与する人間の責任の所在につい

て言及を避けることがあると思われる。システム側の要請に応じない形で人間

が主体的・主観的に指示を行った場合、その結果に対する責任が自動運行装置

ではなく当該人間に生じることが強く推認されるところ、SAE J3016 はそのよう

な人間が責任を担うアプローチは想定しない形で文章を構成したのだと考えられ
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る。 

・ ISO/TC204において、自動運転車への遠隔からの関与に係る国際規格の議論が始

まったところであり、遠隔からの監視、支援や運転を深掘りしていくこととさ

れている。遠隔支援に関しては、遠隔支援が必要であることを自動運転システ

ムが発しないで停止している状態を継続する時間に係る制約や、「どのような

遠隔支援が OEDR を侵食することになるのか」について議論される見込みであ

り、今すぐに結論の出る話ではないが、御紹介しておく。 

・ 「遠隔支援による情報又は助言の提供を踏まえ、自動運行装置が緊急避難とし

て道路交通法違反を行うことを許容できるのか」との記載がある。自動運行装

置は、道路交通法を遵守することを前提に設計されるため、緊急避難として道

路交通法を逸脱した情報又は助言の提供を受けても、自動運行装置はそれを許

容せず、当該情報又は助言は有効に作用しない。有効に作用させるためには、

遠隔支援として、道路交通法に違反する情報又は助言の提供があった場合に、

自動運行装置が道路交通法に違反できるように設計する必要があるが、それで

よいのか。 

・ 安全に関わる判断を伴う助言の提供が DDT を侵食し、遠隔支援の限界を超える

のだとすれば、緊急避難活動をするよう助言をすることは、遠隔支援の限界を

超えて、遠隔運転に当たることになる。 

・ 法第２条第１項第 17 号の２を引用し、特定自動運行から除かれている「自動車

の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作

する者がいる場合」を「実質的な運転」と記載し、遠隔支援として認められな

い情報又は助言の提供の要素としているが、レベル３における「運転」の定義

にも波及し得る運転の実質性をここで議論することを意図していないのであれ

ば、表現を改めた方がよい。 

・ 遠隔支援の時点及び内容並びに当該遠隔支援の内容の自動運行装置における採

否を遠隔支援の装置側及び車両側の双方で記録し、事後検証を可能にしておく

ことが望ましい。 

 

また、遠隔支援者の役割を整理した上で、その役割を果たす能力を担保するための

条件について検討する必要があるのではないかとの考えから、次の事項について議論

を行うこととした。 

【検討事項２】 

遠隔支援者の役割と条件について 

＜遠隔支援者の役割＞ 

遠隔支援者に担わせることが適切な役割の範囲はどこまでか 

○ 遠隔支援により提供する情報又は助言の内容に関して、どのようなことを求め

るのか。 

例） ・ 運転者が有する社会通念に基づくものであること 

・ 一般人が有する社会通念に基づくものであること 

○ 遠隔支援によって情報又は助言を提供してもなお自動運行装置が対応できない
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と明らかに認められる場合に、遠隔支援者が取るべき措置は何か。 

＜遠隔支援者の条件＞ 

遠隔支援者の役割を踏まえ、どのような条件を設定するのが適切か 

例） 年齢、運転免許の有無・種別・保有年数、特殊な教育の要否 

＜その他検討事項＞ 

○ 遠隔支援と特定自動運行主任者が行う遠隔監視との関係（実施場所・装置・行

為者）につき、それぞれ同一でもよいのか、異なってもよいのか。 

○ 遠隔支援の内容について、事後的に検証が可能となるよう、自動運行装置及び

遠隔支援装置のいずれか、又は双方で記録を取る必要があるのではないか。 

 

これに対し、事務局（警察庁）から以下の素案を提示した。 

○ 遠隔支援は、自動運行装置には対応できない状況において、自動運行装置が特

定自動運行を継続するために参考となる情報又は助言を提供する行為であるか

ら、運転者が有する社会通念に基づく内容であればよい。日本の道路交通環境に

応じた情報等を提供できる必要があることから、特定自動運行実施者による教育

等により、遠隔支援者が必要な知識を備えるように担保する。 

○ 遠隔支援者の役割は、こうした情報等の提供であり、自動運行装置が明らかに

対応できない場合には、特定自動運行主任者が特定自動運行を終了させるか否か

の判断を行う。 

 

これらの事務局素案に対する委員による主な意見は、以下のとおりであった。 

【委員による主な意見】 

・ ルールに形式的に従ったのでは自動運行装置が上手く対応できない場面がある

と思われるが、このような場合こそ、人間によるサポートとしての遠隔支援が

必要であり、その場合に、「合理的運転者の基準で助言」することに賛成。た

だし、その基準を明確に捉えることは容易でないかもしれない。いずれにせ

よ、「合理的運転者」がどのような行動を取るのかが重要であり、この点まで

含めた遠隔支援者への教育・研修等の検討が重要と考える。 

・ 大型車やバスへの助言には、運転経験や特有のノウハウが必要と考えられるこ

とから、車両に応じた運転免許や特殊な教育が必要ではないか。特にバスの場

合は、乗客の安全も意識した助言を行うことが求められる。 

・ 遠隔支援により提供する情報又は助言の提供の内容に係る「運転者が有する社会

通念」、「一般人が有する社会通念」という表現は、運転者に関してであれば、

運転者が通常有する経験に照らし、それに基づくものといったイメージで書かれ

ていると思われるが、これは、遠隔支援者が行うタスクについて、道路交通法等

を理解した上で行うことが求められるのか、運転者が通常有する知識や経験がな

くとも見分けのつくことのみを行うことが求められるのかによって違ってくるの

ではないか。 
・ 遠隔支援者が有すべき「社会通念」という表現は、特に外国における常識と日本

におけるこれまでの常識が乖離していると思われることもあり、その意味すると
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ころが分かりにくいのではないか。 
・ 遠隔支援者が有すべき「社会通念」という表現は、事業者や業界に対するメッセ

ージとしては結構だが、法的な概念としては個別具体性に欠けるため、不適当と

思われる。 
・ 遠隔支援者が行う事項の中身が確定しないと、遠隔支援者の条件は決められな

いのではないか。遠隔支援者の役割によっては、飲酒の有無といった業務に従

事する際の状態や免停中であるか否かといった運転免許の状態、視野障害等の

健康状態も遠隔支援者の条件として想定し得る。また、条件が設定されたとし

て、一度条件を満たした者であっても、運用実態や適性等を踏まえつつ、条件

を満たさなくなった場合には除外することも考慮した方がよいのではないか。

他方で、条件が厳しくなればなるほど、事業者として遠隔支援者の配置・管理

が難しくなることも懸念される。毎年進化する技術を確実に学んでいける体制

も必要なのではないか。 

・ 遠隔支援者にどのような者を充てるかなどについては、特定自動運行実施者に

おいて検討する話であり、また、自動運転システムがしっかり判断・対応でき

れば足りるのではないか。 

・ 警察から事業者に示す内容としては、「遠隔支援者を配置するか、遠隔支援を

特定自動運行主任者が行うのか、下請けをさせるのか否かについては特定自動

運行実施者において判断するものであるが、遠隔支援に関係する交通事故が発

生した場合には、特定自動運行実施者は、遠隔支援者に対する教育や管理の程

度を問われ、相応に処罰される可能性がある」ということで足りるのではない

か。 

・ 今後、自動運転が拡大した際には、遠隔支援にも様々な事業者や自然人が関与

することが想定されるところ、遠隔支援者の役割を適切に果たすために必要な

能力を持つ人物を充てることを将来にわたって担保させ、交通事故につながる

ことのないようにすることが重要。 

・ 特定自動運行の許可制度は、定型的・一般的な交通ルールについては自動運行

装置が守れるが、それ以外の状況については特定自動運行実施者において策を

講じるという責任配分になっている。また、当該特定自動運行実施者が講じる

策について、サービス提供エリアの自治体の長の意見も聞いた上で公安委員会

が審査するという整理となっており、概念的には制度全体を通して、交通事故

を防止するための抑止力は既に機能している。遠隔支援の実例がない中で、そ

れよりさらに踏み込んで、遠隔支援者として必要な条件といった個々の議論を

行うことは難しいのではないか。 

・ 遠隔支援者の在り方については、遠隔支援の実例がない以上、まずは特定自動

運行実施者等が遠隔支援を委託する場合に配慮すべき事項についてガイドライ

ンを策定して、一定の指針を事業者に示すこととし、その後の運用状況を踏ま

え、必要があれば積み重ねた立法事実に基づいて法令改正を検討していく方法

もあるのではないか。 
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(2) 第３回調査検討委員会での検討 

第２回調査検討委員会における【検討事項１】の議論の続きとして、特定自動運行中

に自動運行装置が直ちに対応できない状況に直面し、新たな動作ができない場合におい

て、遠隔に存在する人間が当該自動運行装置に対して情報又は助言を提供したとして

も、当該者による運転とは解されず、特定自動運行が継続していると解される一定の場

合について更なる議論を行うこととした。 

なお、議論に先立って、次の「遠隔支援と道路交通法の特定自動運行との関係」及び

「遠隔支援と自動運行装置の定義との関係」について確認を行った。 

 

○ 遠隔支援と道路交通法の特定自動運行との関係 

道路交通法上、特定自動運行は、「道路において、自動運行装置（中略）を当該自

動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行す

ること」と定義しているが、当該自動車による運行であっても、当該「自動車の運行

中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる

場合」は、特定自動運行に該当しないと明確に定義されている。 

この規定の趣旨は、特定自動運行用自動車の運行であっても、「運行中の道路、交

通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置の操作を行う者」が存在する場合

には、当該自動車の装置を操作する者が運転者の安全運転義務等を履行して運転すれ

ば足りるものであるから、特定自動運行に当たらないとしたものである。 

そのため、遠隔に存在する自然人からの自動運行装置に対する情報又は助言の提供

が、特定自動運行用自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じた当該

自然人による自動車の装置の操作に該当する場合には、特定自動運行中の遠隔支援と

しては許容されない。 

 

○ 遠隔支援と自動運行装置の定義との関係 

道路交通法及び道路運送車両法では、自動運行装置は、「自動車を運行する者の操

縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有」するもの

であると定義されていることを踏まえ、遠隔支援は、人間が自動運行装置に対して情

報又は助言を与えても、自動運行装置が認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部

を代替する機能を有するものであることを前提として検討する。 

 

これらの前提を踏まえ、特定自動運行の定義規定から除外される場合（自動車の運行

中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場

合）への該当性を中心に議論すべく、次の検討事項を設定した。 

 

【検討事項３】 

遠隔に存在する人間からの自動運行装置に対する情報又は助言の提供であって、

「自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を

操作する者がいる場合」に該当しないものには、どのようなものがあるか。 
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これに対し、事務局（警察庁）から以下の素案を提示した。 

○ 特定自動運行中に行う遠隔支援として許容される情報又は助言の提供は、少な

くとも次の要素１から要素３を全て満たすものである必要があるのではないか。 

要素１ 自動運行装置からの要請を受けて行われるものであること 

要素２ 即時の介入を必要とするなど、自動運行装置の安全上重大な機能を補う

ものではないこと 

要素３ 人間による情報又は助言の提供を受けても、自動車の操縦に係る判断及

び操作が自動運行装置によって行われるものであること 

 

○ なお、要素１から要素３は、国際規格等とも矛盾するものではない。 

 

✔ 遠隔からの自動運転システムに対する関与については、現在、国際的に議論が

なされているところであり、当該議論を注視していくこととする。 

 

注 SAE Industry Technologies Consortia の活動プログラムの１つである AVSC（Automated 

Vehicle Safety Consortium）において策定した「AVSC Best Practice for ADS Remote 

Assistance Use Case」（AVSC-I-04-2023、2023 年 11 月発行）では、遠隔支援により果たすこ

とができない機能として、安全上重大な機能（safety-critical functions）を挙げ、その例

示として、急ブレーキ、急ハンドルや車線変更等の回避操作、突然の歩行者横断等を含む、車

両、乗員、歩行者又は他の道路利用者の直接的な安全に影響を与える動的運転タスク（DDT）

があるとしている。 

 

これらの事務局素案に対する委員による主な意見は、以下のとおりであった。 

【委員による主な意見】 

・ 自動運行装置が自律性を保てないような状況となった場合には、システムを遮

断し、回収等の物理的な助けを待つというのが基本だが、それでは多くの自動

運転車が道路上でシステムを遮断した状態になってしまう。そこで、システム

を遮断するのではなく、自動運行装置側が一旦遮断を保留し、情報を外部に求

め、情報を得た場合に、保留を取り下げて再び動き出せるのであれば、全て遮

断となってしまうよりは良い、というのが遠隔支援の出発点なのではないか。 

・ 事務局素案による「要請ベース」「安全上重大でない」「操作に直結しない」

という整理は、大型車の自動運転に係る安全確保の観点からも妥当。また、SAE 

J3016(JASO TP18004)との整合性は、自動運転の技術開発を進める業界としても

重要。 

・ 自動運行装置がまだ気付いていないものであっても、走行する上での予測に活

用できる情報等については、先回りして自動運行装置に情報提供した方が安全

に運行できる場合もあると思われるため、遠隔支援を、要素１にあるように自

動運行装置から要請があった場合に限定する必要はないのではないか。また、

道路交通情報の提供や、路車協調における路側からの情報提供により安全かつ

円滑に運行がなされることの妨げとならないよう、要素１をなくした方がよい
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のではないか。 

⇒ SAE J3016 において、リアルタイムの DDT が遠隔支援から除いて整理されて

いるのは、遠隔支援によって人と自動運転システムの間で様々な情報のリ

アルタイムで臨機応変な授受が動的に行われると、それに失敗した場合の

安全の担保や、責任・原因が人か自動運転システムのどちらにあるのかの

分類が困難になるところ、静的な状態でのみ、遠隔支援による外部からの

情報提供や助言を受けるという趣旨なのではないかと考えられる。したが

って、遠隔支援のリアルタイム性や動的な度合いが高まると、自動運転シ

ステムと外部の情報発信主体となる者との間での責任分界点や、当該者に

期待されていた役割が果たせなかった場合のリスクや責任を設計するのが

困難になってくるし、結局のところ本当に安全性が高まっているのかとい

う把握が非常に困難になるといった点に配慮した議論が必要ではないか。 

⇒ リアルタイムの DDT は遠隔支援で行えないものだとすると、運転の予測に

資する情報は、リアルタイムで提供すれば DDT の一部である OEDR に当たり

得るとしても、時間的な余裕のある提供であれば、少なくとも DDT には当

たらないのではないか。そうした時間的に余裕を持った、予測に資する平

素の道路状況等の提供については、要素１により、自動運行装置からの要

請があった場合のみに限定されるべきではないのではないか。 

⇒ ここでは、自動運転車が何らかの理由により停止したが自動運行装置は正

常に作動している場合に、自動運行装置からの要請に基づき人間が情報又

は助言を提供する行為を遠隔支援としており、道路交通情報の提供や時間

的に余裕のあるあらかじめの混雑状況の提供といったそれ以外の場合にお

ける一般の情報提供は、遠隔支援とは異なる類型の情報の提供として許容

されるということではないか。 

⇒ 要素１は、自動運行装置が必要としている時にのみ外部から情報提供がな

されるということを表しており、自動運行装置の自律性が優先されるとい

う自動運転の大前提である。また、遠隔に存在する人間が自動運行装置か

らの要請に基づかない助言をするとなると、当該人間は、自動運転車の走

行状況を常時モニタリングし、臨機応変の対応をしなければならないこと

となり、一人が複数台の自動運転車を遠隔監視することにも大きく影響し

得る。 

⇒ スマートポールからの情報といった人間を介さない情報の提供について

は、遠隔支援の範疇に含めて考えておらず、特段制限する意図はなかっ

た。他方、遠隔支援に要素１が必要ないかという点については、自動運行

装置が自律的であるという大前提からすれば、取り払ってしまってよいの

か、それとも、必ずしも「要請を受け」るという表現でなくとも、「自律

性を損ねない程度に」といったものを書かなくてもよいのか、検討が必要

である。（警察庁） 

⇒ 路側からの情報提供という話があった。現在 NEXCO では、落下物は様々な

理由により地点が動くため、どの車線上にあるのかまでは伝えていない。
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高速道路上に落下物がある場合、それがどの車線のどの位置にあるといっ

た情報まで含み、その情報に基づいて走行したが、落下物の位置が実際に

は異なり、それにより交通事故が生じたという場合には、誰の責任かとい

う話になるのではないか。 

⇒ 自動運行装置の外部から得る情報は、提供した側に責任が生じるようなも

のではあってはならないと考えられる。ITS との協調に関しては、ITS 側に

提供した情報の責任を担保させると、それが間違っていた場合に ITS 側が

責任を取るのかという話になるので、そのような使い方ではいけないので

はないか。例えば、位置測位のための衛星からの情報は、自己位置認識に

使われるが、その情報が間違っていても衛星のせいにはしないという使い

方をすることが一般的である。 

そして、今議題とされている遠隔支援は、全ての DDT を自律的に行う前提

の自動運行装置を搭載した自動運転車が、何らかの理由によって停車して

しまう場合に、自動運行装置の自律性を維持しつつ状況を改善する方策で

あり、自律性維持等の観点から、人間の支援を得るには自動運行装置から

の要請が必要であると考えられる。他方で、そうした局面にない場合にお

ける衛星測位情報、先読み情報等の外部からの情報提供については、趣旨

が異なるものであり、自動運行装置からの要請がなくとも行えるものと考

えられる。 

⇒ 遠隔支援は、SAE J3016 でいうところの「ADS が管理不能(cannot manage)な

状況に遭遇した際」に行われる「事象主導の(event-driven)」情報又は助

言の提供であること、これを特定自動運行の文脈に当てはめた場合には、

「自動運行装置が直ちに対応できない状況に直面し、新たな動作ができな

い場合」に行うものであることや、人間が行うものであることを前提とせ

ずに事務局資料の「要素１」が一人歩きすると、自動運行装置からの要請

のない、自動運転システムの外部からの道路交通情報や平素の道路の混雑

状況等の情報提供が許されないかのような誤解を生みかねないため、検討

結果を取りまとめる際に留意してほしい。 

・ 本当に危険な状況となったときに遠隔支援により何かを行うことを排除すべき

ではなく、「要素２」のように限定的な捉え方をすべきでないのではないか。 

⇒ 特定自動運行において交通の安全と円滑が図られるのは大前提である。しか

し、それを自動運行装置と人間でいかに役割分担するのかという点に関し

て、自律的に安全な走行ができない自動運行装置の安全に係る機能を、人間

が遠隔支援によって補完するということではなく、それとは異なる部分につ

いて人間が自動運行装置を支援することについて考えたい。（警察庁） 

⇒ SAE J3016 では、静的な状態でしか外部からの情報や助言の提供を受け入れ

ないという考えに基づき、遠隔支援がリアルタイムであってはならないと

整理していると捉えている。要素２は、遠隔支援から「即時の介入」とい

ったリアルタイム性を除く上で必要。その上で、即時介入の理由を、「安全

上重大な機能」に限定するか否かは、今後の議論となるのではないか。 
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⇒ 「遠隔支援とは、遠隔運転でないものである」と捉えると、要素２は遠隔

支援のコンセプトの核となる部分。ただ、「安全上重大な機能」という説

明が分かりにくいので、例えば、安全を確保する上で重大な介入を人が行

うものは遠隔運転に当たり、そうでないものが遠隔支援であると説明する

のがよいのではないか。 

・ 要素３は、受領した情報が自動運転車の行動の結論に直接つながらない、つま

り提供されたどのような情報も自動運行装置が「自律して判断」するという点

が重要。要素１で自動運行装置が遠隔支援を「要請」するのであれば、要素３

にある自動車の操縦に係る「判断」も当然しているだろうという考え方もある

かもしれないが、要請と判断は分けて書いてもよいと理解した。 

・ 要素３に関し、提供を受けた情報又は助言に基づき自動運行装置が判断した結

果、当該情報又は助言の内容と同一の判断・操作を実行することもあり得ると

ころ、そのような場合も遠隔支援から排除されると開発者から誤解されないよ

う説明ぶりに留意する必要がある。  
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(3) 第４回調査検討委員会での検討 

調査検討委員会における現時点での遠隔支援に関する考え方をまとめるため、第２

回、第３回調査検討委員会における遠隔支援に係る議論を踏まえ、事務局（警察庁）か

ら、以下の意見を提示した。 

【特定自動運行における遠隔支援】 

SAE J3016 において定義されている「遠隔支援（remote assistance）」を道路交

通法における特定自動運行の文脈に当てはめると、遠隔支援とは、「特定自動運行

中に自動運行装置が直ちに対応できない状況に直面し、新たな動作ができない場合

において、特定自動運行を継続させるために、遠隔に存在する人間が当該自動運行

装置に対して情報又は助言を提供する行為」と表すことができる。 

 

【遠隔支援の道路交通法上の限界】 

道路交通法上、特定自動運行は、「道路において、自動運行装置（中略）を当該

自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運

行すること」と定義しているが、当該自動車による運行であっても、「当該自動車

の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する

者がいる場合」は、特定自動運行に該当しないと明確に定義されている。また、そ

のような場合には、当該運行の全過程を通じて、当該者が運転者の安全運転義務等

を履行しながら運転しているものと解される。 

遠隔支援についても、遠隔に存在する人間による自動運行装置への情報又は助言

の提供が、当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じた当該人

間による自動車の装置の操作に該当する場合、当該運行は特定自動運行ではなく、

全過程を通じて当該人間が安全運転義務等を履行しながら運転しているものと考え

られるため、当該情報又は助言の提供は、特定自動運行中に行う遠隔支援に当たら

ない。 

 

【特定自動運行中に行う遠隔支援に当たらない情報又は助言の提供の例】 

遠隔に存在する人間による自動運行装置への情報又は助言の提供のうち、少なく

とも次の①又は②の例に当てはまるものは、特定自動運行中に行う遠隔支援に当た

らないと考えられる。注 

① 自動車の走行への即時かつ安全上重大な介入であるもの 

② 人間による情報又は助言の提供を受けた自動運行装置が、自動車の操縦に係

る認知、予測、判断及び操作を主体的に行って自動車を運行していると評価で

きないもの 

注 道路交通情報の提供といった、特定自動運行中に自動運行装置が直ちに対応できない状況に直面して

いない場合における情報の提供は、そもそも遠隔支援に当たらないが、遠隔支援に当たらずとも、特定

自動運行の定義上、①又は②に当たる情報の提供は、特定自動運行中に人間が行うことはできない。 

このほか、自動運行装置からの要請を受けずに情報又は助言を提供する行為につ

いては、特定自動運行の趣旨を鑑みると、遠隔支援に含めることは相当ではない。 

※ 遠隔からの自動運転システムに対する関与については、現在、国際的に議論が
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なされているところであり、当該議論を注視していく。 

 

【遠隔支援に係るその他の事項】 

＜遠隔支援者の条件＞ 

○ 特定自動運行中に行われる遠隔支援は、人間による「運転」には当たらない

ものであることを踏まえれば、遠隔支援を実施する者（以下「遠隔支援者」と

いう。）の条件として、現に日本の運転免許を保有していることまで求める必

要はない。また、事業者によって、使用する遠隔支援のシステムや遠隔支援の

実施内容も異なることが予想され、遠隔支援者に求めるべき事項をあらかじめ

一律に定めることは困難。一方、遠隔支援では、道路における車両の動作に関

わる助言を提供し得ることを鑑みれば、日本の道路交通環境に応じた情報等を

提供できることが望ましい。 

○ そのため、特定自動運行において遠隔支援を用いる場合には、個々の事業者

が行おうとする遠隔支援の内容・程度に応じ、特定自動運行実施者において、

遠隔支援者に求める条件の設定、遠隔支援者に対する遠隔支援に係る業務を適

正に実施するため必要な知識及び技能に関する教育等を実施することが望まし

い。 

＜都道府県公安委員会による事前・事後把握の手段の確保＞ 

遠隔支援を用いる特定自動運行実施者に対しては、都道府県公安委員会による 

・ 遠隔支援の実施方法及び遠隔支援を講ずるための装置、人員その他の体制とい

った遠隔支援に関する事項を事前に把握できる手段 

・ 遠隔支援が行われた日時及び内容並びにそれに対する自動運行装置の判断等と

いった遠隔支援の実施状況を事後に検証できる手段 

を確保することが望ましい。 

 

【遠隔支援に関する考え方の周知】 

本調査検討委員会での議論を踏まえ、警察庁において、遠隔支援を行おうとする

特定自動運行実施者等に対し、遠隔支援に関する考え方を周知する。 

 

これらの事務局意見に対する委員による主な意見は、以下のとおりであった。 

【委員による主な意見】 

・ 遠隔支援と遠隔運転は、明確に区別すべきものである。SAE J3016 の遠隔支援

（remote assistance）の定義によれば、遠隔支援で提供される内容はあくまで

援助であって、自動運転システムが遠隔支援の採否を判断する最終決定権を有

することから、当然、同システムが遠隔支援の内容を採用しないこともある。

これは「自動運転車を取り巻く環境は常に変化しており、人間が与えた援助が

常に最善であるとは限らないため、最終的な判断は自動運転システムが行うべ

き」との整理によるものであって、この部分が変わってしまえば、おそらく遠

隔運転（remote driving）に近づいていくものと考えている。自動運転システ

ムの開発事業者として、この点をしっかりと精査した上で遠隔支援を行ってい

きたい。 



31 

・ 事務局の意見として、遠隔支援者が「現に日本の運転免許を保有していることま

で求める必要はない」とした理由は何か。 

⇒ 遠隔支援は、あくまで自動車の操縦に係る認知、予測、判断及び操作を行

う自動運行装置に対して情報又は助言を提供するものであって、「運転」

そのものではないため、運転に必要な資格である運転免許の保有までを遠

隔支援者に求める必要はないと考える。ただし、遠隔支援者が日本の道路

交通環境や道路交通法に関する知識を持ち、道路を走行する自動車に対す

る適切な助言等が行えるよう、特定自動運行実施者において適切な教育を

行うことが望ましいと考えている。（警察庁） 

⇒ 現状においても、特定自動運行実施者や特定自動運行主任者は運転免許の

保有が義務付けられていないが、日本の道路交通の在り方に関する知識を

持ち、特定自動運行の適正な運用が行えるような者が特定自動運行の許可

を得ることができるのだと思われる。これと同じ枠組みの中で遠隔支援者

を捉えるのであれば、運転免許の保有はマストとは言えないが、必要な知

識等については別途手当するということだろう。 

・ 遠隔支援では対処しきれずに、遠隔支援を行っていたのと同一の者がシームレ

スに遠隔運転に移行して対処することも考えられる。遠隔支援者と遠隔運転者

をそれぞれ別に用意させるのではなく、遠隔支援者が運転操作をすることを前

提に、運転免許の保有を遠隔支援者の条件としてもよいのではないか。 
⇒ 道路交通法上、遠隔であっても運転者が存在する運行の場合には、当該運行

の全過程を通じて特定自動運行には当たらないと解されるため、御指摘のよ

うに特定自動運行中に遠隔支援が遠隔からの運転操作へとシームレスに移行

することは想定し得ない。（警察庁） 

⇒ 特定自動運行の一環として遠隔支援を行う場合には特定自動運行の許可が

必要であり、特定自動運行の終了後に遠隔運転を行う場合には運転免許と

遠隔運転に係る道路使用許可が必要というだけである。遠隔支援者に遠隔

運転者を兼務させるか否かは特定自動運行実施者の判断に委ねるべき事項

であって、兼務を見据えて遠隔支援者に運転免許の保有を求める必要はな

い。 

⇒ 遠隔支援を想定したシステムと遠隔運転を想定したシステムでは、そもそ

も設計が異なるため、遠隔支援のみを想定したシステムで遠隔運転に自然

に移行することは現実的には考えにくい。 

・ 事務局の意見として、公安委員会が「遠隔支援の実施方法及び遠隔支援を講ず

るための装置、人員その他の体制といった遠隔支援に関する事項を事前に把握

できる手段を確保することが望ましい」としているが、あくまで「把握」する

だけなのか。公安委員会は、事前に把握した遠隔支援に関する事項が不適切な

場合に運行させないことや是正させることはできないのか。また、公安委員会

は、事前に把握したとおりの遠隔支援が行われているかどうか定期的にチェッ

クしないのか。 

⇒ 道路交通法上、特定自動運行の許可を受けようとする者は、（都道府県）
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公安委員会に対して特定自動運行計画を提出し、審査を受ける必要があ

る。遠隔支援は特定自動運行の一環であるから、遠隔支援の実施方法及び

遠隔支援を講ずるための装置、人員その他の体制といった遠隔支援に関す

る事項についても特定自動運行計画に記載し、公安委員会に提出してもら

うことを想定しており、その場合、特定自動運行計画の審査の中で、どの

ような遠隔支援をどのような体制で行うかを含め、特定自動運行が適切に

行えるのかを公安委員会が綿密に確認することとなる。また、公安委員会

は、特定自動運行を許可した後も、特定自動運行実施者に対し、その特定

自動運行に関し報告又は資料の提出を求めるほか、警察職員に、特定自動

運行を管理する場所等への立入検査等をさせることができることから、事

前に把握したとおりの遠隔支援が行われているのかを事後に確認すること

は、特定自動運行の許可制度上可能であると考えている。（警察庁） 

⇒ 公安委員会が遠隔支援の実施方法等を事前に把握できる手段を確保するこ

とで、遠隔支援者による不適切な遠隔支援を防止するとともに、遠隔支援

の内容や遠隔支援時の自動運行装置の判断等を事後に検証できる手段を確

保することで、万が一遠隔支援が事故につながった場合の検証等を可能に

するものと理解している。 

・ これまで議論されていないが、遠隔支援に起因する交通事故等が発生した場合

に、遠隔支援者が道路交通法上処罰の対象となるのか、明確にすべきではない

か。 

⇒ 遠隔支援を行う中で、適切でない助言に基づいて自動運行装置が適切でない

判断をすることも想定し得るが、それによって交通事故等が発生した場合に

おける遠隔支援者の責任について、それが道路交通法上のものなのか、一般

刑法上のものなのかを分けて、精密に議論する必要があると思われる。自動

運行装置の判断が適切でなかった場合の責任については、最終的には自動運

行装置の開発者が結果を予見し得たかというところまで遡る可能性もあり、

論理を精緻化するためには必要な観点ではある。 

⇒ そこまで遡る検討は、本調査検討委員会の議論の対象外である。 

⇒ さらには、道路交通法の範囲を超える話だが、運転免許がなくとも制御困難

な運転をすれば危険運転致死傷罪に問われることがあるように、遠隔支援が

限界を超えて遠隔運転と評価できる場合においては、遠隔支援者には運転免

許が不要とされていたとしても、結果として制御困難な運転をしたとして危

険運転致死傷罪に問われることがあり得るという事業リスクを、事業者は踏

まえる必要があるのではないか。 

・ 特定自動運行の許可制度や自動運転に関わる概念は、社会一般に理解されている

ものではないため、本調査検討委員会においては毎回、関連する基本的な概念を

理解することから始めて丁寧に議論してきた。今後、警察庁は遠隔支援に関する

考え方等を社会に周知していく必要があるところ、社会における理解を深めるた

めには、いかに分かりやすく上手に説明できるかが重要であるから、本調査検討

委員会での検討を役立てていただきたい。  
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４ 論点③：「必要な措置」としての遠隔運転等の許容性・範囲 

法第 75条の 21第２項により、「特定自動運行主任者は、道路において特定自動運行が終

了したときは、直ちに、次条又は第七十五条の二十三第一項若しくは第三項の規定による

措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処

分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講ずべき事由の有無を確認

しなければならない」とされており、当該事由がある場合、特定自動運行主任者は、「必

要な措置」を講じなければならない。 

「警察官の現場における指示等に従って通行させるための措置（法第 75 条の 22 第１

項）」、「緊急自動車又は消防用車両の通行を妨げないようにするための措置（同条第２

項）」、「違法駐車と認められる場合の駐車方法の変更等（同条第３項）」といった「必要な

措置」として、遠隔運転 12や特別装置自動車 13の運転により、特定自動運行主任者が特定

自動運行用自動車を移動させることが考えられる。 

 

これらの前提を踏まえ、事務局（警察庁）から、以下の検討事項を提示した。 

【検討事項】 

特定自動運行の許可制度上、特定自動運行の終了後の「必要な措置」として遠隔運

転や特別装置自動車の運転を行うことは許容されるか。また、許容されるのはどのよ

うな場合か。 

 

なお、議論に先立って「遠隔運転等に係る現行の整理」と「遠隔運転等の現状と課題」

について確認を行った。 

 

＜遠隔運転等に係る現行の整理＞ 

〇 遠隔型自動運転システム 14や特別な装置を用いた運転には、自動運転の公道実証実

験に係る道路使用許可が必要であることから、特定自動運行終了後に「必要な措置」

としてこれらを行う場合には、 

・ 特定自動運行許可 

・ 公道実証実験に係る道路使用許可 

の両方を受ける必要がある。 

〇 「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」において、遠隔型自動運転シ

ステムに係る許可に付すべき条件の例として、自律的な走行が困難になるなどして遠

隔からの運転操作を行う場合は、路肩に寄せるなど必要最小限の操作に限ることが挙

げられているが、特別装置自動車に係る許可については同様の例示はない 15。 

 

 

 
12  今回の議論では、遠隔に存在する監視・操作者による運転をいうこととする。 
13  手動による運転時は通常のハンドル・ブレーキと異なる特別な装置で操作する自動車。 
14  自動運転技術を用いて自動車を自律的に走行させるシステムで、緊急時等に備えて自動車から遠隔に存在する監

視・操作者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができるもの。 
15  これまで特定自動運行許可を受けた事業者が、当該許可と併せて特別装置自動車の公道実証実験に係る道路使用許

可を受けた例は存在するが、遠隔型自動運転システムの公道実証実験に係る道路使用許可を受けた例はない。 
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＜遠隔運転等の現状と課題＞ 

〇 遠隔運転や特別装置自動車の運転については、いまだ技術開発の途上にあり、実証

実験として行われるものであることを踏まえ、道路使用許可では、安全に走行できる

ことを確認するため、遠隔から確実に自動車の挙動に介入できるか、特別な装置を用

いた運転が適切に実施できるかなどの実技についても審査を行っている。 

〇 その中でも遠隔運転については、いまだ技術的な安全性が確立されておらず、また、

通信の応答に遅延が生じるおそれや遠隔に存在する運転者が把握できる車両周辺の状

況（範囲、解像度等）が限定されるおそれがあることから、運転免許を有している運

転者が通常の運転技能で運転したとしても、依然一般交通に著しい影響を及ぼすおそ

れがある。 

 

これらの前提を踏まえ、事務局（警察庁）から、今後の対応の方向性として以下の意見

を提示した。 

 

〇 特定自動運行の終了後の「必要な措置」として行う遠隔運転や特別装置自動車の

運転に関しては、引き続き、道路使用許可により、個別に対応していく。 

〇 今後、技術開発の進展により、技術的な安全性が向上し、遠隔運転や特別装置自

動車の運転が一般交通に及ぼす影響が低下した場合には、実証実験としての一時的

な道路使用許可ではなく、恒常的な許可を与えるための手法を検討する余地があ

る。こうした対応も見据え、特定自動運行終了後の遠隔運転に係る道路使用許可の

申請状況、実証実験結果、技術開発の進展状況、国際的な議論の状況、国内外にお

ける関連するユースケース等を注視していく。 

 

これらの意見に関する委員による主な意見は、以下のとおりであった。 

【委員による主な意見】 

・ 特定自動運行終了時に、道路交通法上、特定自動運行主任者が実施しなければな

らない措置を遠隔運転により行う場合としては、自動運行装置が車両を停止させ

てからシステムを遮断し、その後遠隔に存在する人間が操作を行うというものが

想定される。 

・ 今後、例えば現場への駆け付けに時間が掛かる高速道路上では、特定自動運行終

了後の必要な措置として遠隔運転で車両を移動させることも検討し得る。他方、

現状の技術水準では、遠隔運転は危険を伴うものであり、通常の速度で運転する

というのも考えにくいことから、遠隔運転を行うことのできる条件については限

定的かつ厳格なものである必要がある。 

・ 大型車の遠隔運転は、視界制約、通信遅延、積載物による挙動変化等の観点から

乗用車以上にリスクが高い。また、遠隔運転を可能にする通信経路は乗っ取りの

リスクが高く、サイバーセキュリティの観点からも慎重な検討が必要である。そ

のため、遠隔運転は「最小限の退避・安全確保」に限定し、技術成熟に応じて段

階的に制度をアップデートしていくことが望ましい。 
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（参考資料） 

＜道路使用許可制度の概要＞ 

道路使用許可は以下のような考え方で行うものである。 

 

 

  

（道路交通法第77条第１項）

要許可行為

① 工事又は作業

② 工作物の設置

③ 露店、屋台店等の出店

④ 「一般交通に著しい影響を及ぼす
ような通行の形態・方法により
道路を使用する行為」

又は
「道路に人が集まり一般交通に
著しい影響を及ぼすような行為」
で都道府県公安委員会が定めたもの

祭礼行事
路上競技 等

ロケーション
宣伝行為 等

許可基準

次のいずれかに該当するときは、所轄
警察署長は許可をしなければならない。

③ 現に交通の妨害となるおそれはある
が公益上又は社会の慣習上やむを得
ないものであると認められるとき

① 現に交通の妨害となるおそれがない
と認められるとき

② 許可に付された条件に従って行われ
ることにより交通の妨害となるおそれ
がなくなると認められるとき

（道路交通法第77条第２項）

比 較 衡 量交通の妨害
の程度

公益性又は
社会慣習上の

必要性
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５ 論点④：警察・消防の現場活動との関係で、特定自動運行主任者側が行う

べき事項としてあらかじめ整理しておくべき対応／論点⑤：複数台の特定自

動運行用自動車が同時に同じ場所で人間による関与を必要とするなど、特定

自動運行主任者間での連携を要する場合に求められる対応 

令和６年度の米国に係る海外調査研究によれば、海外においては、警察・消防の現場活

動との関係で、自動運転車が次のような問題を生じさせていることが判明している。 

＜生じている問題＞ 

ア 事業者等が、警察の指示に従って車両を速やかに移動させることができない 

イ 警察・消防等の現場対応者が、緊急の場合に車両を動かすことができない 

ウ 緊急の場合に連絡を取りたくても、事業者等の反応が遅い 等 

 

上記状況を踏まえ、今年度の調査検討委員会では、次の論点を設定した。 

【論点④：警察・消防の現場活動との関係で、特定自動運行主任者側が行うべき事項

としてあらかじめ整理しておくべき対応】 

特定自動運行用自動車が警察・消防による迅速な現場活動の支障になることを防止

するため、事前に又は現場において特定自動運行主任者等に求めるべき事項（時間的

な要件を含む。） 

【論点⑤：複数台の特定自動運行用自動車が同時に同じ場所で人間による関与を必要

とするなど、特定自動運行主任者間での連携を要する場合に求められる対応】 

道路上で、複数台の特定自動運行用自動車が同時に自動運行装置が対応できない状

況に直面して停止した場合、特定自動運行用自動車が相互に連携して移動する必要が

生じ得るところ、単一の事業者が運行する複数台の特定自動運行用自動車が停止した

場合、２以上の事業者が運行する複数台の特定自動運行用自動車が停止した場合のそ

れぞれにおいて求められる特定自動運行主任者間の連携のあり方 

 

議論に先立って、事務局（警察庁）から「海外での問題点と特定自動運行の許可制度の

対応状況」と「海外での問題点を踏まえた日本の特定自動運行の許可制度の運用等につい

ての検討結果」について説明がなされた。 

 

○ 海外での問題点と特定自動運行の許可制度の対応状況 

令和６年度の海外調査研究で判明した前述の問題点については、日本では、特定自動

運行の許可制度において、以下のとおり規定が整備され、対応がなされている。 
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【図３】自動運転車に想定される問題点と特定自動運行の許可制度の対応状況 

 

・ 上記対応を講ずるための体制、手順等を記載した特定自動運行計画の都道府県公

安委員会への提出と都道府県公安委員会による当該計画の審査（法第 75 条の 12

第２項第２号ニ(3)(5)、法第 75 条の 13 第１項第３号） 

・ 当該計画が許可基準に適合しなくなった場合等には、許可の取消し等（法第 75条

の 27 第１項） 

・ 当該計画に従わなかった場合等には、罰則（法第 117 条の４第２項、法第 117 条

の５第２項、法第 119 条第２項第６号、法第 123 条） 

 

○ 海外での問題点を踏まえた日本の特定自動運行の許可制度の運用等についての検討

結果 

令和６年度の海外調査研究で示された問題点については、道路交通法の特定自動運

行の許可制度により既に義務が課され、制度上解消されているものが大部分であると

考えられるところ、同制度を適正に運用し、上記措置の円滑かつ確実な実施を担保し

ていくことで、特定自動運行用自動車が、警察・消防による迅速な現場活動の支障と

なることを防ぐ。 

他方で、今後、ロボットタクシー等の社会実装が進むことで、一つの特定自動運行

実施者が多数の特定自動運行用自動車を同時に稼働させ、それらが一斉に特定自動運

行を終了するなどの事態が起きる可能性がある。 

 

これらの前提を踏まえ、事務局（警察庁）から、今後の対応として以下の意見を提示し

た。 

 

○ 近い将来に見込まれている、都内におけるロボットタクシーの実装も念頭に置

き、個別の許可申請において、警察と事業者が綿密に協議を行い、警察等の現場

活動が円滑に行われるよう、引き続き対応していく。 

○ また、技術の進展や社会実装の状況に応じて、新たに課題となり得る事態が生じ

＜特定自動運行の許可制度の対応状況＞

○ 特定自動運行実施者は、特定自動運行用自動車の周囲の道路及び

交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の状況を映像及び音

声により確認することができる装置（遠隔監視装置）を特定自動運行

を管理する場所に備え付け、かつ、当該場所に特定自動運行主任者

を配置する措置を講じなければならない。（法第75条の20第１項第１号）

○ 特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、
警察官の現場における指示等の措置又は命令が行われているときは、
直ちに、当該特定自動運行用自動車を当該措置又は命令に従って通
行させるため必要な措置を講じなければならない。（法第75条の22第１項）
（緊急自動車の接近時の措置等に関して、同条第２項）

○ 特定自動運行主任者は、交通事故があったときは、直ちに現場措置
業務実施者を交通事故の現場に向かわせる措置を講じなければなら
ない。（法第75条の23第１項）（その他交通事故時の措置に関して、同条第２項～
第５項）

＜海外の問題点＞

ア 事業者等が、警察の指示に従って車両
を速やかに移動させることができない

イ 警察・消防等の現場対応者が、緊急
の場合に車両を動かすことができない

ウ 緊急の場合に連絡を取りたくても、事
業者等の反応が遅い
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た場合には、それらの事態への事業者による対応を想定した体制等を審査するな

ど、随時見直しを行っていく。 

○ さらに、複数の特定自動運行実施者の特定自動運行区域が重なる場合において、

相互の連携が図られるよう、特定自動運行実施者等への指導を行っていく。 

 

これらの事務局意見に関する委員による主な意見は、以下のとおりであった。 

 

【委員による主な意見】 

＜論点④について＞ 

・ 我が国の特定自動運行の許可制度では、国際的に見ても、許可に当たっての緊急対

応に係る要件が既に体系的に整備されている。今後も事業者が警察・消防と実務レ

ベルでの連携を深め、現場で困らない制度を共に構築していくことが望ましい。 

・ ロボットタクシーが社会実装されれば、一つの特定自動運行実施者により運用され

る車両の台数規模がこれまで我が国で行われてきた特定自動運行とは大きく異なる

ものとなると考えられるところ、同時多発的に対応を要する事象が発生した場合等

を想定し、一人の特定自動運行主任者が何台まで責任を持って監視等できるのか

を、今後の対応の中で検討していただきたい。 

・ 運転者が存在しない自動運転車は車両の動静状態が周囲から分かりにくく、いつま

た動き出すか分からないように思われるため、交通事故時に安心して救助活動を行

ってもらえるのか不安がある。今後、警察・消防の活動現場に自動運転車が存在す

る場合の具体的な対応について検討する際には、特に消防の救助隊が安心して救助

活動に取り組めるように、救助隊の意見をしっかり反映させた上で進めていただき

たい。 

・ 自動運転車が特定自動運行中であるか否かは、道路交通法で規定されている外部表

示において確認が可能である。交通事故現場における警察・消防の現場活動への対

応について、運転者が存在しない自動運転車であるとの理由だけで、運転者が存在

する通常の自動車では要請されていない対応まで要請することには懸念がある。道

路交通法上、通常の自動車には交通事故時に必ずエンジンが切れなければならない

ことやドアが開かなければならないことを求めていないにも関わらず、自動運転車

には求めることは妥当ではないのではないか。 

＜論点⑤について＞ 

・ 自動運転の大型車が複数台停止する事象が発生した場合、交通の安全と円滑だけで

なく、物流機能等も大きく損なうことになるため、特定自動運行主任者間での連携

は重要である。自動運転の大型車を開発する事業者横断で標準化された連携手順の

設定が必須であり、退避の優先順位や、指揮命令系統の明確化、積載物等の共有す

べき情報の標準化等、実務的な検討を行う必要があろう。 
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第３節 海外調査研究 

AI 技術の急速な進展等に伴い、End-to-End（E2E）型をはじめとする自動運転システム

や運転支援システムに係る技術の高度化・普及が予想される。 

複数の自動車メーカーが、対応可能な領域が拡大した高度な運転支援機能を搭載した自

家用車を 2027 年以降に販売する予定と発表していること等を踏まえ、E2E 型自動運転シス

テムの開発に取り組む英国事業者の視察や、英国の規制当局等に対するヒアリングを実施

した。詳細は別添２に示す。 

 

(1) 実施期間 

令和８年１月 27 日（火）～１月 29 日（木） 

(2) 実施主体 

自動運転の拡大に向けた調査検討委員会事務局： 

警察庁交通局交通企画課自動運転企画室 

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 

(3) 視察対象 

 Centre for Connected and Autonomous Vehicles（CCAV：コネクティッド・自動運

転車センター） 

 自動運転システム開発事業者 

 Department for Business and Trade（ビジネス・貿易省） 

 Zenzic 

 

(4) 視察結果概要 

１．Centre for Connected and Autonomous Vehicles 

  2024 年自動運転車法の制定により、公道における自動運転車の安全な展開・活用

のための法的基盤を整備。各種意見募集等を行い、二次立法の制定作業中。 

①  運転支援技術を搭載した車両の運転者が、車両が自律走行可能であると過信し

た場合、安全でない状況下でも車両への依存度が高まり、運転操作から注意を逸

らす可能性があることから、認可された自動運転車のみが指定された用語等を使

用して販売されることを確保し、運転支援機能のみを提供する車両が、運転者に

道路への注意を払う必要がないと誤解させるような方法で販売されないことを確

保するため、2024 年自動運転車法で特定の用語等の使用に係る違反行為が創設

された。規制対象となる具体的な単語、表現等を特定するための二次立法に係る

意見募集が 2025 年になされた。 

②  自動運転車に係る責任の主体を、自動運転車の性能・走行について法的責任を

負う主体、人間による運転を必要とする自動運転機能が使用されている場合にお

いて自動運転システムが引継要求を行った際に運転を引き継ぐ主体、運転を引き

継ぐ人間がいない自動運転車の監督を行う主体の３種類に分類して創設。自動運
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転車による旅客運送のほか、自動運転車による貨物運送、自動運転車の個人所有

も念頭に置いた制度となっている。 

 

２．自動運転システム開発事業者 

  E2E 型自動運転システムの最大の強みは「汎化能力」である。視察先が開発中の

E2E 型自動運転システムは、これまで一度も走行したことのない新しい都市や道路

環境にも対応できる「ゼロショット能力」を有しており、この能力を活用すること

で、少量の走行データの追加だけで国ごとに異なる交通ルール、運転文化、行動様

式にも対応可能である。また、乗用車だけではなく商用車にも同じシステムを搭載

することが可能である。 

 

３．Department for Business and Trade（DBT） 

（Zenzic が同席） 

  英国政府は、自動運転システムの開発試験を行う環境の整備を支援している。官

民共同出資で設立した「CAM Testbed UK」には、複数の試験施設が参画しており、

都市部、地方部、高速道路、空港といった各種環境下でのユースケースが再現可能

である。例えば、「Smart Mobility Living Lab London」では、他の道路利用者と

の複雑な相互作用を実環境で検証することができる。 

  シミュレーション環境は、危険な状況下、降雪等の外部環境の変化時における性

能を試験したり公道走行前に安全性を確認する上で有用であり、DBT が資金提供し

ている自動運転に係る AI の安全性の検証手法を確立するためのプロジェクト

「Drive Safe AI」では、シミュレーション手法の研究開発が行われている。 
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第４節 議論のまとめと今後の課題 

１ 議論のまとめ 

今年度の調査検討委員会では、今後の我が国におけるロボットタクシーの実装を念頭に

置き、「自動運転車が公道上でスタックした場合における取扱い」について５つの論点を

設定し、検討を行った。 

なお、本調査検討委員会の検討において使用された用語等は、あくまでも本調査検討委

員会における共通の前提として仮定したものであり、その用語等について、あるべき姿と

して示すものではない。 

 

(1) 「特定自動運行の終了」の整理について（論点①） 

自動運転車が公道上でスタックした場合における対応を議論する前提として、公道上

でスタックした自動運転車の状態としては、特定自動運行中である場合と特定自動運行

が終了した場合に分けて考えられるところ、いかなる場合に特定自動運行が終了したと

解されるのかについて、現行の条文上の規定やその解釈等を確認した。 

 

道路交通法上、「特定自動運行が終了したとき」に該当する場合として、 

○ 遠隔監視装置が正常に作動していないことを認めた特定自動運行主任者が特

定自動運行を終了させるための措置を講じた場合（法第 75 条の 21 第１項） 

○ 特定自動運行中に自動運行装置の使用条件を満たさないこととなった、又は

特定自動運行用自動車が整備不良車両に該当することとなった場合において、

直ちに自動的に安全な方法で停止した状態にある場合（法第２条第１項第 17号

の２） 

のほか、条文上明記はされていないが、 

○ 特定自動運行において交通事故があった場合（法第 75 条の 21 第２項） 

○ あらかじめプログラムしたとおりに、バス停等で特定自動運行用自動車が停

止して自動運行装置の作動が終了した場合 

も含まれると解されている。 

 

 

(2) 「遠隔支援」の条件と限界について（論点②） 

海外では、自動運転を補完する遠隔からの人間の関与として、自動運転システム搭載

車に情報又は助言を与える「遠隔支援（remote assistance）」と呼ばれる態様の行為が

観念され、実際にロボットタクシーの走行において活用されており、国内でも遠隔支援

の導入を検討している事業者がある。そこで、道路交通法上規定されていない遠隔支援

に関する考え方について、特定自動運行の許可制度との関係を踏まえて検討を行い、以

下のとおり方向性を得た。 

なお、検討に当たっては、JASO テクニカルペーパにおける関連記載、英国政府におけ

る遠隔支援に係る議論等を参照した。また、遠隔支援によって人間が自動運行装置に対

して情報又は助言を与えても、自動運行装置が「自動車を運行する者の操縦に係る認知、
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予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有」するものであることを検討

の前提としている（法第２条第１項第 13 号の２）。 

 

○ SAE J3016 において定義されている「遠隔支援(remote assistance)」を道路交

通法における特定自動運行の文脈に当てはめると、遠隔支援とは、「特定自動運

行中に自動運行装置が直ちに対応できない状況に直面し、新たな動作ができない

場合において、特定自動運行を継続させるために、遠隔に存在する人間が当該自

動運行装置に対して情報又は助言を提供する行為」と表すことができる。 

○ 道路交通法上、特定自動運行は、「道路において、自動運行装置（中略）を当

該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車

を運行すること」と定義しているが、当該自動車による運行であっても、「当該

自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を

操作する者がいる場合」は、特定自動運行に該当しないと明確に定義されてい

る。また、そのような場合には、当該運行の全過程を通じて、当該者が運転者の

安全運転義務等を履行しながら運転しているものと解される。遠隔支援について

も、遠隔に存在する人間による自動運行装置への情報又は助言の提供が、当該自

動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じた当該人間による自動車

の装置の操作に該当する場合、当該運行は特定自動運行ではなく、全過程を通じ

て当該人間が安全運転義務等を履行しながら運転しているものと考えられるた

め、当該情報又は助言の提供は、特定自動運行中に行う遠隔支援に当たらない。 

○ 具体的には、遠隔に存在する人間による自動運行装置への情報又は助言の提供

のうち、少なくとも次の①又は②の例に当てはまるものは、特定自動運行中に行

う遠隔支援に当たらないと考えられる。 

① 自動車の走行への即時かつ安全上重大な介入であるもの 

② 人間による情報又は助言の提供を受けた自動運行装置が、自動車の操縦に係

る認知、予測、判断及び操作を主体的に行って自動車を運行していると評価で

きないもの 

このほか、自動運行装置からの要請を受けずに情報又は助言を提供する行為に

ついては、特定自動運行の趣旨を鑑みると、遠隔支援に含めることは相当ではな

い。また、道路交通情報の提供といった、特定自動運行中に自動運行装置が直ち

に対応できない状況に直面していない場合における情報の提供は、そもそも遠隔

支援に当たらないが、遠隔支援に当たらずとも、特定自動運行の定義上、①又は

②に当たる情報の提供は、特定自動運行中に人間が行うことはできない。 

なお、遠隔からの自動運転システムに対する関与については、現在、国際的に

議論がなされているところであり、当該議論を注視していく必要がある。 

○ 遠隔支援に係るその他の事項として、「遠隔支援者の条件」と「都道府県公安

委員会による事前・事後把握の手段の確保」がある。 

＜遠隔支援者の条件＞ 

特定自動運行中に行われる遠隔支援は、人間による「運転」には当たらない

ものであることを踏まえれば、遠隔支援を実施する者（以下、「遠隔支援者」
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という。）の条件として、現に日本の運転免許を保有していることまで求める

必要はない。また、事業者によって、使用する遠隔支援のシステムや遠隔支援

の実施内容も異なることが予想され、遠隔支援者に求めるべき事項をあらかじ

め一律に定めることは困難である。一方、遠隔支援では、道路における車両の

動作に関わる助言を提供し得ることを鑑みれば、日本の道路交通環境に応じた

情報等を提供できることが望ましい。 

そのため、特定自動運行において遠隔支援を用いる場合には、個々の事業者

が行おうとする遠隔支援の内容・程度に応じ、特定自動運行実施者において、

遠隔支援者に求める条件の設定、遠隔支援者に対する遠隔支援に係る業務を適

正に実施するため必要な知識及び技能に関する教育等を実施することが望まし

い。 

＜都道府県公安委員会による事前・事後把握の手段の確保＞ 

遠隔支援を用いる特定自動運行実施者に対しては、都道府県公安委員会によ

る 

・ 遠隔支援が行われた日時及び内容並びにそれに対する自動運行装置の判断

といった遠隔支援の実施状況を事後に検証できる手段 

・ 遠隔支援の実施方法及び遠隔支援を講ずるための装置、人員その他の体制

といった遠隔支援に関する事項を事前に把握できる手段 

を確保することが望ましい。 

○ 本調査検討委員会での議論を踏まえ、警察庁において、遠隔支援を行おうとす

る特定自動運行実施者等に対し、遠隔支援に関する考え方を整理し、周知する。 

 

 

(3) 「必要な措置」としての遠隔運転等の許容性・範囲について（論点③） 

道路交通法上、特定自動運行主任者は、道路において特定自動運行が終了したときは、

直ちに同法の規定により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講ずべき

事由の有無を確認しなければならないとされており、当該事由がある場合、特定自動運

行主任者は、「必要な措置」を講じなければならない。特定自動運行終了後に「必要な

措置」として遠隔運転や特別装置自動車の運転を行う場合には、特定自動運行許可と公

道実証実験に係る道路使用許可の両方を受ける必要があるところ、今後の対応の方向性

について以下のとおり確認した。 

 

遠隔運転や特別装置自動車の運転については、いまだ技術開発の途上にあり、実

証実験として行われるものであることを踏まえ、安全に走行できることを確認した

上で道路使用許可にて対応しているものである。さらに遠隔運転については、いま

だ技術的な安全性が確立されておらず、また、通信の応答に遅延が生じるおそれや

遠隔に存在する運転者が把握できる車両周辺の状況（範囲、解像度等）が限定され

るおそれがあることから、運転免許を有している運転者が通常の運転技能で運転し

たとしても、依然一般交通に著しい影響を及ぼすおそれがある。 
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それゆえ、特定自動運行の終了後に「必要な措置」として行う遠隔運転や特別装

置自動車の運転については、引き続き、道路使用許可により個別に対応していくこ

とが望ましい。現状の技術水準では危険を伴うことも踏まえ、遠隔運転を行う条件

は限定的かつ厳格なものとする必要がある。 

今後、技術開発の進展により、技術的な安全性が向上し、遠隔運転や特別装置自

動車の運転が一般交通に及ぼす影響が低下した場合には、実証実験としての一時的

な道路使用許可ではなく、恒常的な許可を与えるための手法を検討する余地がある

ことから、こうした対応も見据え、特定自動運行終了後の遠隔運転に係る道路使用

許可の申請状況、実証実験結果、技術開発の進展状況、国際的な議論の状況、国内

外における関連するユースケース等を注視していく必要がある。ただし、遠隔運転

に係る様々なリスクを踏まえると、制度のアップデートについては、技術成熟に応

じて段階的に検討することが望ましいと考えられる。 

 

 

(4) 警察・消防の現場活動との関係で、特定自動運行主任者側が行うべき事項としてあら

かじめ整理しておくべき対応（論点④） 

令和６年度の米国に係る海外調査研究によって判明した、自動運転車が警察・消防の

現場活動との関係で生じさせている「事業者等が、警察の指示に従って車両を速やかに

移動させることができない」、「警察・消防等の現場対応者が、緊急の場合に車両を動か

すことができない」、「緊急の場合に連絡を取りたくても、事業者等の反応が遅い」等の

問題を念頭に、特定自動運行用自動車が警察・消防による迅速な現場活動の支障となる

ことを防ぐため、特定自動運行主任者等に求めるべき事項について検討を行い、今後の

対応の方向性について以下のとおり確認した。 

 

令和６年度の海外調査研究で示された、海外において自動運転車が警察・消防の

現場活動との関係で生じさせている「事業者等が、警察の指示に従って車両を速や

かに移動させることができない」等の問題については、日本では特定自動運行の許

可制度において対応する規定が既に整備されており、制度上解消されているものが

大部分であると考えられる。それゆえ、同制度を適正に運用し、特定自動運行主任

者等による特定自動運行終了時等の措置の円滑かつ確実な実施を担保していくこと

で、特定自動運行用自動車が警察・消防による迅速な現場活動の支障となることを

防ぐ必要がある。 

こうした必要性を踏まえ、近い将来に見込まれている、都内におけるロボットタ

クシーの実装も念頭に置き、個別の許可申請において、警察と事業者が綿密に協議

を行い、警察等の現場活動が円滑に行われるよう、引き続き対応していくことが望

ましい。また、技術の進展や社会実装の状況に応じて、新たに課題となり得る事態

が生じた場合には、それらの事態への事業者による対応を想定した体制等を審査す

るなど、随時見直しを行っていくことが望ましい。 

その際、特定自動運行用自動車が関係する交通事故の現場において警察・消防が
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安心して現場活動に取り組めるよう、現場の意見をしっかり反映させるとともに、

運転者が存在する自動車との異同も適切に踏まえた上で自動運転車に係る対応を検

討することが望ましい。 

 

 

(5) 複数台の特定自動運行用自動車が同時に同じ場所で人間による関与を必要とするなど、

特定自動運行主任者間での連携を要する場合における対応（論点⑤） 

論点④で挙げられたような海外における自動運転車に係る問題も踏まえると、今後、

ロボットタクシー等の社会実装が進むことで、道路上において複数台の特定自動運行用

自動車が同時に、自動運行装置が対応できない状況に直面して停止し、当該自動車が相

互に連携して移動しなければ解消されない事態が生じることも予想される。そこで、複

数台の特定自動運行用自動車が同時に同じ場所で人間による関与を必要とするなど特定

自動運行主任者間での連携を要する場合に求められる対応について検討を行い、今後の

対応の方向性について以下のとおり確認した。 

 

今後、ロボットタクシー等の社会実装が進むことで、一つの特定自動運行実施者

が多数の特定自動運行用自動車を同時に稼働させ、それらが一斉に特定自動運行を

終了するなどの事態が起きる可能性があるところ、そうした事態を想定した対応体

制となっているかなども含め、個別の許可申請において警察と事業者が綿密に協議

を行い、対応していくことが望ましい。また、技術の進展や社会実装の状況に応じ

て、新たに課題となり得る事態が生じた場合には、それらの事態への事業者による

対応を想定した体制等を審査するなど、随時見直しを行っていく必要がある。 

さらに、複数の特定自動運行実施者の特定自動運行区域が重なる場合において、

相互の連携が図られるよう、特定自動運行実施者等への指導を行っていくことが望

ましい。 

 

 

２ 今後の課題 

以上のとおり、本調査検討委員会では、ロボットタクシーの実装を念頭に置いた課題で

ある「自動運転車が公道上でスタックした場合における取扱い」について、５つの論点を

設定した上で検討を行い、上記１のとおり取りまとめた。 

とりわけ遠隔支援は、海外で社会実装されたロボットタクシー等の運行において活用さ

れている現状を鑑みれば、国内の特定自動運行においても、交通の円滑を図る上で有効な

手段となる可能性がある。しかしながら、遠隔支援は道路交通法上規定されていないもの

の、上記１(2)のとおり、特定自動運行の定義との関係から遠隔支援として特定自動運行

中に行うことができる情報又は助言には限界があるなど、遠隔支援の基本的な考え方を正

しく理解した上で適切に活用しなければならない。 

そのため、今後、警察庁にあっては、本調査検討委員会での議論を踏まえ、遠隔支援を

行おうとする特定自動運行実施者等に対し、遠隔支援に関する考え方を十分に周知するこ

とが必要である。その際、社会一般における理解が深まるように、本調査検討委員会にお
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いて確認した特定自動運転の概念や制度に関する整理も活用しながら、丁寧かつ分かりや

すく伝えることに留意されたい。 

また、海外調査研究結果に挙げられたとおり、AI 技術の急速な進展等に伴い、E2E 型を

はじめとする自動運転システムや運転支援システムに係る技術の高度化・普及が予想され、

自動運転等を取り巻く環境は大きな転換点を迎えているということができる。今後、警察

庁は、交通の安全と円滑の観点から自動運転等に係る技術の高度化・普及に伴う道路交通

法上の課題の有無を確認するとともに、課題があれば制度整備も視野に入れつつ検討を深

めるべきである。例えば、 

○ 対応可能な領域が拡大した高度な運転支援機能を搭載した車両が普及した場合にお

ける運転者等による運転支援機能の性能に対する過信・誤用への対策 

○ レベル４相当の個人所有車の販売等を見据えた対応 

といった課題が考えられるのではないだろうか。 

警察庁においては、調査検討委員会における各委員の意見も考慮しつつ、関係省庁と連

携して、上記の点も念頭に置き、交通の安全と円滑を確保する観点から、更なるレベル４

自動運転の進展に向けた課題の検討を進めてもらいたい。  
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別添１ 

「自動運転の拡大に向けた調査研究」 

自動運転車の開発事業者等との意見交換 

 

１ 背景 

令和５年 12 月に設置された「AI 時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討

サブワーキンググループ」（事務局：デジタル庁、経済産業省及び国土交通省。以下「SWG」

という。）における議論の中で、個別の道路交通法の条項を例に挙げ、自動運行装置内で

利用されるプログラムが道路交通法の内容を適切に踏まえた上でプログラミングされるよ

うに道路交通法自体の機械可読化（翻訳）に向けた検討が必要であるとの意見が出された

ことを受け、SWG が令和６年５月に取りまとめた SWG 報告書において、交通ルールに関し、

「自動運転車の実装に当たり課題となり得る道路交通法の規定の有無、対応方法等につい

ての検討、及び自動運転車により道路交通法の具体的な遵守方法に係る検討が必要」との

指摘がなされた。 

これを踏まえ、令和６年度の調査検討委員会では、開発者側が自動運転車の実装に当た

り課題となり得ると認識している交通ルールに関し、自動運転車を含む全ての交通参加者

の交通の安全と円滑を確保するという観点から、課題の有無や対応方法について論点整理

を行った上で検討を実施し、以下の点を確認した。 

そこで、警察庁は、今年度の調査研究において、令和７年 10月までに自動運転車の開発

に資する交通ルールの解釈の明確化等について自動運転車の開発事業者等と意見交換する

枠組みを設置した上で、意見交換を実施することとした。 

なお、本取組については、政府の規制改革実施計画（令和７年６月 13日閣議決定）にも

記載されている。  

・ 交通ルールは、交通の安全と円滑を確保する観点から、自動運転車を含む全ての

交通参加者に対して共通に適用されなければならない。自動運転車の開発・普及

のために、既存の交通参加者に負担を強いるような交通ルールの設定は、自動運

転車が交通社会で共存するという観点からは、社会の理解が得られない。 

・ 速度規制のような、規定上遵守すべき内容が明確な交通ルールについては、自動

運転車が道路交通法の規定どおりの対応を行うことを求めることが適当である。 

・ 他方、道路交通法は、そもそも道路における交通主体の挙動を網羅的に定める規

範ではなく、同法の規定において規定内容が抽象的なものについては、具体の交

通状況を総合的に判断する必要があるところ、実際の交通状況は千差万別であ

り、適切な規定を一義的・定量的に定めることは困難である。そこで、当該内容

を機械でも読み取り可能となるように定量化するのではなく、開発上課題となる

具体的な交通上の場面について、関係規定の法解釈や開発の目安となる事例に関

する意見交換を事業者と警察庁の間で継続的に実施していくことが適当である。 
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２ 実施概要 

自動運転車の開発に資する交通ルールの解釈の明確化を目的とした自動運転車の開発事

業者等との継続的なコミュニケーションを推進するため、まずは、自動運転車の開発事業

者等を対象に、自動運転車の走行に当たり課題となり得る道路交通上の具体的な場面にお

いてその解釈をより明確化すべきと考えられる交通ルールについて、書面によるヒアリン

グを実施した。 

また、規制改革実施計画に基づき、令和７年 10月に自動運転車の開発に資する交通ルー

ルの明確化のための自動運転車の開発事業者等向けの窓口を開設するとともに、令和７年

11 月、書面ヒアリングの結果を基に自動運転車の開発事業者等との意見交換会を開催し

た。 

 

３ 実施結果 

(1) 自動運転車の開発事業者等へのヒアリング 

自動運転車の開発事業者等に対して、以下のとおり、書面によるヒアリングを実施し

た。 

ア 実施期間 

令和７年７月上旬～８月上旬 

イ ヒアリング対象 

自動運転車の研究開発に取り組んでいる事業者・自動車メーカー、自動運転を用い

たサービス運用に取り組んでいる旅客運送事業者・貨物運送事業者、大学・研究機関

等計 47 主体に対してヒアリングを実施し、このうち 29 主体から計 82 事例を得た。 

ウ ヒアリング内容 

自動運転車の走行に当たり課題となり得る道路交通上の具体的な場面（場所・状

況） 

• 具体的な状況・問題点 

• 開発事業者等の考える解決策 

• 解釈に関わりがあると考えられる道路交通法令の規定 

エ フィードバック 

警察庁において、ヒアリングによって得られた事例から、自動運転車の走行に当た

り課題となり得る道路交通法上の具体的な場面においてその解釈をより明確化すべき

と考えられる交通ルールに関して検討を行い、その検討結果を自動運転車の開発事業

者等に対して回答した。  
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(2) 自動運転車の開発に資する交通ルールの解釈の明確化に関する意見交換会 

上記(1)のヒアリング結果を踏まえ、以下のとおり「自動運転車の開発に資する交通

ルールの解釈の明確化に関する意見交換会」を開催した。 

ア 実施日時 

令和７年 11 月 18 日（火） 

イ 開催場所 

オンライン 

ウ 出席者等 

出席者：自動運転車の開発事業者等（30 社 67 名） 

警察庁交通局交通企画課自動運転企画室長 

オブザーバー：国土交通省物流・自動車局 

事務局：警察庁交通局交通企画課 

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 

エ 説明内容 

(ｱ) 自動運転車に求められる走行に関するこれまでの議論 

検討の前提となるこれまでの議論について、以下の資料 16を用いて説明した。 

  

 
16  自動運転車の開発に資する交通ルールの解釈の明確化等に関する意見交換会資料。 
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(ｲ) 「自動運転車の開発に当たり課題となる具体的な場面」の代表事例に関する検討

結果の説明 

ヒアリングにおいて自動運転車の開発事業者等から提出された事例のうち代表的

な５事例について、警察庁の検討結果を説明した。 

 

● 事例１：右折レーン進入時に先行車列が長い場合の導流帯の走行 

・ 交差点右折のために右折レーンへ進入する際、右折レーンに先行する車両の列が

長く、導流帯まで達している場合。 

・ 車列が無く導流帯を通らない経路に従うと、割り込む形で右折レーンへ進入する

ことになり、他車両との事故リスクが高くなる。 

・ 右折レーンからの車列最後尾に並び、導流帯を走行することとしたい。 

 

【概略図】 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【警察庁意見】 

・ 導流帯（いわゆるゼブラゾーン）は、「道路標識、区画線及び道路標示に関する

命令」に規定されるとおり、「車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設け

られた場所」であり、道路交通法上の通行が禁止されていません。したがって、

当該状況において通行可能とする設定を妨げるものではありません。 

・ 一方、「交通の方法に関する教則」において、「車の通行を安全で円滑に誘導す

るため、車が通らないようにしている道路の部分」と示しており、導流帯を通行

せざるを得ない状況以外には通行を控えるようお願いします。 

 

 
17  ヒアリング結果を基に事務局において作成。 

自動運転車

導流帯走行

割込み
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＜参考条文＞ 

○ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和 35 年総理府／建設省／令第３

号）（抄） 

別表第五（第九条関係） 

指示標示 

種類 番号 表示する意味 設置場所 

導流帯 （208 の 2） 車両の安全かつ円滑な走行

を誘導するために設けられ

た場所であること。 

車両の走行を誘導

する必要がある場

所 

 

○ 交通の方法に関する教則（昭和 53 年国家公安委員会告示第３号）（抄） 

付表３ 標識・標示の種類と意味 

 (2) 標示 

イ 指示標示 

種類 番号 表示する意味 

導流帯 36 車の通行を安全で円滑に誘導するため、車が通

らないようにしている道路の部分であること 
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● 事例２：信号のない交差点における歩行者等の定義 

・ 自動運転車は人間の感情や挙動を正確に予測することはできないため、信号のな

い交差点において、「横断しようとする歩行者・自転車」か判断することができ

ない。 

・ 「横断しようとする歩行者や自転車」の定義を明確にしてほしい。 

 

【概略図】 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【警察庁意見】 

・ 「横断しようとする歩行者等」については、歩行者と横断歩道の距離、車両等の

速度、歩行者の速度等の具体的な状況を総合的に判断することが必要であり、一

義的・定量的に定義することは困難。 

・ 個別具体の「横断しようとする歩行者等」の判断に当たっては、道路交通法第 38

条第１項の「歩行者等があるときは、（中略）通行を妨げないようにしなければ

ならない」という規定に違反しないよう、車両の通行により、歩行者等が、自ら

の進行の速度を変えたり、立ち止まったりしないようにすることが必要。 

・ また、「信号のない場所を横断しようとする歩行者」に対しては、「交通の方法

に関する教則」において、手を上げるなどして運転者に対して横断する意思を明

確に伝える、左右を確認するなどの行動をとるよう示していますので、こうした

行動についても判断の参考とするようお願いします。 

 

 
18  ヒアリング結果を基に事務局において作成。 

自動運転車

横断しようとする歩行者
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＜参考条文＞ 

○ 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）（抄） 

（横断歩道等における歩行者等の優先） 

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯（以下この条において「横断歩

道等」という。）に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断

歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車（以下この条

において「歩行者等」という。）がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩

道等の直前（道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直

前。以下この項において同じ。）で停止することができるような速度で進行しな

ければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、

又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止

し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 

２～３ （略） 

 

○ 交通の方法に関する教則（昭和 53 年国家公安委員会告示第３号）（抄） 

第２章 歩行者の心得 

 第３節 横断の仕方 

  ３ 信号機のない場所で横断しようとするとき 

(1) （略） 

(2) 歩道の縁や道路の端に立ち止まつて、左右をよく見て、（略）。 

(3)～(4)  （略） 

(5) 横断するときは、手を上げるなどして運転者に対して横断する意思を明

確に伝えるようにしましよう。 

(6) （略） 
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● 事例３：自転車の追い抜き 

・ 車道の走行車線に十分な幅がないときに、前方の自転車を追い抜く場面。 

・ 前方の自転車を速度を維持したまま、追い抜く際には、どのくらいの距離の側方

間隔を開ければよいのか不明確である。 

・ 走行車線に十分な幅がないときには、自転車を追い抜く際の側方間隔の距離によ

っては中央線を若干超える場合があるが、問題ないか。 

 

【概要図】 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

【警察庁意見】 

・ 通行中の自転車を追い抜く場合、基本的には道路交通法第２条第１項第 21 号の

追越しに該当します。追越しについては、同法第 17 条第５項第４号のとおり、

車両が通行する道路の左側部分の幅員が６メートルに満たない道路で、かつ、

道路標識等により追い越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止さ

れていない場合には、追い越しの際、道路の中央から右の部分にその全部又は

一部をはみ出して通行することができます。ただし、そのはみ出し方ができる

だけ少なくなるようにしなければなりません。 

・ 自動車等が自転車等の右側を通過する場合において、両者の間に十分な間隔が

ないときは、自動車等は自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなけれ

ばならない旨の規定が、令和８年４月１日から施行されることとなっていま

す。本規定に定める間隔については、自動車等と自転車等との具体的な通行状

況、道路状況、交通状況等により異なるため、具体的な基準を一概に設けるこ

とは困難ですが、例えば、都市部の一般的な幹線道路においては、十分な間隔

として１メートル程度が一つの目安になると考えられ、両者の間隔と安全な速

度について現在警察庁において実証実験を行っています。 

 

 
19  ヒアリング結果を基に事務局において作成。 

自動運転車
自転車

追い抜き
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＜参考条文＞ 

○ 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）（抄） 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

一～二十 （略） 

二十一 追越し 追越し車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路

を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出

ることをいう。 

二十二・二十三 （略） 

２～３ （略） 

（通行区分） 

第十七条 車両は、歩道又は路側帯（以下この条及び次条第一項において「歩道等」

という。）と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。

ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等

を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等

で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、

この限りでない。 

２～４ （略） 

５ 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の

中央から右の部分（以下「右側部分」という。）にその全部又は一部をはみ出し

て通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除

き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。 

一～三 （略） 

四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両

を追い越そうとするとき（当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、

反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等

により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合

を除く。）。 

６ （略） 
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● 事例４：車両の走行速度 

・ 高速道路上で走行中の区間に、雨等で時速 50キロメートル規制等の速度規制が設

定された場面。 

・ 可変標識により規制速度が表示された直後に時速 50キロメートルに落とすと後続

車両に追突される危険性がある。 

 

【概要図】 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

【警察庁意見】 

・ 最高速度を示す標識は、速度規制が行われている区間の始まりの地点に始点標識

を、終わりの地点に終点標識を設置しており、また、規制区間内では、本線車道

への流入部付近や、おおむね２キロメートルを超えない範囲で必要な地点に図に

示されているような区間内標識が設置されています。 

・ 速度規制を認知した場合のほか、運転中に天候や交通状況の変化等により速度規

制が急遽行われた場合で規制速度の変更がわからない場合であっても天候や交通

状況等に応じて安全な運転に努めてください。 

・ また、危険を防止するためにやむを得ない場合を除き、急ブレーキは禁止されて

います。速度規制を認知したときは、周囲の車両に合わせて安全に減速するよう

にしてください。 

 

＜参考条文＞ 

○ 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）（抄） 

（最高速度） 

第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路におい

てはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速

度で進行してはならない。 

（急ブレーキの禁止） 

第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、そ

の車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレ

ーキをかけてはならない。  

 
20  ヒアリング結果を基に事務局において作成。 

50

自動運転車

可変式速度規制標識

高速道路走行中に雨等で
制限速度が変更
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● 事例５：右左折時の合図（30 メートル未満の場合） 

・ 連続した右左折を行うとき、次の右左折まで 30 メートル未満の場面。 

・ 道路交通法施行令第 21 条で定められている 30 メートル手前で合図が出せない。 

・ 30 メートル手前で合図が出せない場合、連続した右折や左折ができなくなる。 

 

【概要図】 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【警察庁意見】 

・ 連続して右左折するため、２回目以降の右左折において、当該交差点の手前の側

端から 30メートル手前の地点で合図を行うことができない場合、可能な限り手前

の地点で合図を行うようにしてください。 

 

＜参考条文＞ 

○ 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）（抄） 

（合図） 

第五十三条 車両（自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。）

の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向

に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、

かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。 

 

○ 道路交通法施行令（昭和 35 年政令第 270 号）（抄） 

（合図の時期及び方法） 

第二十一条 法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次

の表に掲げるとおりとする。 

合図を行う

場合 

合図を行う時期 合図の方法 

左折すると

き。 

その行為をしようとする地

点（交差点においてその行

左腕を車体の左側の外に出して

水平に伸ばし、若しくは右腕を

 
21  ヒアリング結果を基に事務局において作成。 

①左折してすぐに右折 ②右折してすぐに左折

止
ま
れ

止
ま
れ

止
ま
れ

３０メートル未満

３０メートル未満



59 

為をする場合にあつては、

当該交差点の手前の側端）

から三十メートル手前の地

点に達したとき。 

車体の右側の外に出して肘を垂

直に上に曲げること、又は左側

の方向指示器を操作すること。 

右折し、又

は転回する

とき。 

その行為をしようとする地

点（交差点において右折す

る場合にあつては、当該交

差点の手前の側端）から三

十メートル手前の地点に達

したとき。 

右腕を車体の右側の外に出して

水平に伸ばし、若しくは左腕を

車体の左側の外に出して肘を垂

直に上に曲げること、又は右側

の方向指示器を操作すること。 

 

(ｳ) 警察庁による自動運転車の安全な走行のための今後の取組 

今後、警察庁が自動運転車の安全な走行のために実施する予定の取組について説

明を行った。 

① 自動運転車の開発に資する交通ルールの明確化 

本年 10月に設置した自動運転車の開発事業者等向けの窓口を通じ、警察庁と自

動運転の開発事業者等との間で、自動運転車の開発上課題となる具体的な交通上

の場面について関係規定の法解釈や開発の目安となる事例に関する意見交換を継

続的に実施する。 

② 自動運転車以外の交通参加者に対する働きかけ 

一般の交通参加者に対して自動運転車の挙動に関する周知を図るとともに、全

ての交通参加者が交通ルールを守るように広報啓発を実施する。 

また、車両の安全な通行のため、引き続き、速度超過や違法駐車といった悪質

性・危険性の高い違反に重点を置いた取締りを推進する。 

 

オ 参加者からの主な意見 

・ 自動運転車の開発事業者等と意見交換し、道路交通法の規定について、幅を残

しつつも車両挙動に関する解釈を示すという取組は、非常に有意義。さらに、

今後も意見交換を行うための枠組みを設置したことも、自動運転車の社会実装

に向け、開発者にとって非常に大きな力になるものである。 

・ 今回取り上げられた場面とその対応について示された見解は、人間ドライバー

にとっても有益。このように、自動運転に係る取組が、結果として全ての交通

参加者の理解を深めることになり、更なる交通の安全と円滑を促進するであろ

う。このような観点から、今後は自動運転車を含む全ての交通参加者が共に交

通の安全と円滑を守っていくことが重要であるというメッセージも併せて提示

いただきたい。 

 

４ 調査検討委員会への結果報告 

第３回調査検討委員会において、警察庁から「自動運転車の開発に資する交通ルールの

解釈の明確化に関する意見交換会」の結果について報告を行った。  
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別添２ 

「自動運転の拡大に向けた調査研究」 

海外調査研究結果 

１ 目的等 

AI 技術の急速な進展等に伴い、End-to-End（E2E）型を始めとする自動運転システムや

運転支援システムに係る技術の高度化・普及が予想される。複数の自動車メーカーが、対

応可能な領域が拡大した高度な運転支援機能を搭載した自家用車を 2027年以降に販売する

予定と発表していること等を踏まえ、E2E 型自動運転システムの開発に取り組む英国事業

者の視察や、英国の規制当局等に対するヒアリングを実施した。 

 

２ 実施概要 

(1) 実施期間 

令和８年１月 27 日（火）～１月 29 日（木） 

 

(2) 実施主体 

自動運転の拡大に向けた調査検討委員会事務局： 

警察庁交通局交通企画課自動運転企画室 

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 

(3) 視察対象 

 Centre for Connected and Autonomous Vehicles（CCAV：コネクティッド・自動

運転車センター） 

 自動運転システム開発事業者 

 Department for Business and Trade（ビジネス・貿易省） 

 Zenzic 

 

以下には、調査結果の一部を示す。 
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ヒアリング結果 ＜英国・Centre for Connected and Autonomous Vehicles（CCAV）＞ 
※先方対応者の説明内容をまとめたもの 

 
1. CCAV の取組について 

 CCAV は、2015 年に設立されたビジネス・貿易省と運輸省の共同ユニットで、英国政府

における自動運転に関する取組を推進している。研究開発プロジェクトへの出資のほか、

自動運転車の試験走行に関する行動規範を公表するとともに、公道における自動運転車

の商業的展開を可能とする自動運転車法の制定を行ってきた。 

 英国においては、2022 年に法律委員会（Law Commissions）が自動運転車に関する制度

改正の提言を盛り込んだ報告書を公表し、2024 年に自動運転車法（Automated Vehicles 

Act 2024）が国王の裁可を得て、議会で成立した。それ以降、CCAV では、当該法律の構

成要素について、意見募集等を進めており、2025 年には、安全原則に関する情報収集、

マーケティング用語に関する意見募集、自動運転による旅客サービスに関する意見募集

等を行った。その他の部分についても、情報収集（call for evidence）を行っている

ところである。 

 2026 年の早期にはマーケティング用語の、2026 年の春には自動運転による旅客サービ

スに係る二次立法の施行を目指している。2027 年後半には、制度を全面的に整備するこ

とを目指している。 

 また、英国は国連において議論されている自動運転システム規則（UN Automated 

Driving Systems Regulation）の策定・最終化作業にも寄与している。 

 

2. 自動運転車法の概要 

 自動運転車法は、「安全（Safety）」、「責任（Liability）」、「マーケティング用

語の保護（Protecting Marketing Terms）」、「自動運転旅客サービスの許認可制度

（Licensing of automated passenger service）」の４つの柱を掲げている。「責任」

について説明すると、同法では、車両が「自動運転車」として認可されると、その自動

車が自動運転モードである間は、責任（liability）がその技術に責任を持つ「認可さ

れた自動運転事業者（Authorised Self-Driving Entity：ASDE）」に移行することとな

る。 

 自動運転車法の安全の枠組み全体にかかるのが、どのように道路における安全を向上す

るかという安全に関する目標であり、その実現のために「安全原則の声明（Statement 

of Safety Principles）」がある。同法では、認可された自動運転車が有能で注意深い

運転者と同等以上の安全性を達成する必要があること及び英国における道路の安全性が

認可された自動運転車によって向上することの確保を安全原則の目的として策定するこ

とが求められており、既に行われた情報収集では、議会に提出される法定指針の策定に

向けて必要な情報が募集された。 
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 同法における自動運転車両の安全担保のための仕組みは、車両の型式認証、自動運転に

係る許可、運行事業者の許可、使用中の規制、事案発生時の調査というサイクルになっ

ている。 

 

3. マーケティング用語の保護について 

 運転支援技術を搭載した車両の運転者が、車両が自律走行可能であると過信した場合、

安全でない状況下でも車両への依存度が高まり、運転操作から注意を逸らす可能性があ

ることから、認可された自動運転車のみが指定された用語等を使用して販売されること

を確保（①）し、運転支援機能のみを提供する車両が、運転者に道路への注意を払う必

要がないと誤解させるような方法で販売されないことを確保（②）するため、2024 年自

動運転車法で特定の用語等の使用に係る違反行為が創設された。①に係る違反を「保護

用語違反」、②に係る違反を「一般混同違反」と定めており、①について、規制対象と

なる具体的な単語、表現等を特定するための二次立法に係る意見募集が 2025年になされ

た。具体的な単語として意見募集にかけたものは、例えば、「自動運転」、「自ら運転

する」、「無人運転」等である。意見募集の結果はまだ公表されていない。 

 マーケティング用語の保護は、自動運転車の認可制度との整合性の確保、市民の安全確

保、自動運転車への信頼醸成を目的としている。 

 特定の用語の法律による保護の先例としては、タクシー免許を受けていない者が車両等

にタクシーという表示をしてはならないといった規制がある。 

 

4. User-in-Charge（UIC）／No-User-in-Charge Operator（NUICO）／ASDE について 

 自動運転車法では、自動運転車に係る責任の主体を、自動運転車の性能・走行について

法的責任を負う主体「Authorised Self-Driving Entity（ASDE）」、人間が操作する運

転を必要とする自動運転機能が使用されている場合において自動運転システムが引継要

求を行った際に運転を引き継ぐ主体「User-in-Charge（UIC）」、運転を引き継ぐ人間

がいない自動運転車の監督を行う主体「No-User-in-Charge Operator（NUICO）」の３

種類に分類して創設した。 

 ある自動運転車の機能が人間による運転を必要とする場合であっても、UIC は自動運転

機能が使用されている場合の走行方法に責任を負わず、ASDE が責任を負うこととなる。

UICは、自動運転システムからの引継要求を受ける場合がある。また、UICが車両を所有

している場合には、車両の走行適正（roadworthiness）を確保する必要があると想定し

ている。 

 UIC なしでの自動運転機能が認可された車両（No-User-in-Charge vehicles）の運行を

監督する主体である NUICO は、自動運転車のフリートマネジメントや、保険・保守、消

防等の緊急サービスとの連絡といった、自動運転車の動的運転タスクに係る部分以外に

関する責任を行う。NUICO には許可（licencing）が必要である。運行形態としては、タ

クシー・バスのようなサービス、物品のデリバリーサービス、自動道路清掃といったも

のが想定される。NUICO は、遠隔支援や、非常に限定された形での遠隔運転を利用する

ことが想定されており、その詳細な要件について情報収集をしているところ。NUICO は、
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保守や車両の位置の確認といった従来からのフリート運用機能と、自動運転システムへ

の支援機能を併せ持つ新しい概念である。 

 

5. 自動運転車の安全評価について 

 自動運転システムが交通ルールを遵守することは、現在策定中の国連の自動運転システ

ム規則においても車両の安全性能の要件の一つとされている。メーカーが、セーフティ

ーケースにおいて、自動運転システムが交通ルールを遵守することを証明し、論拠を裏

付ける資料を複数提出する必要があり、様々な交通ルールへの遵守を示す十分なシナリ

オに対する証拠の提出が必要となるだろう。 

 

6. 自動運転車の運用時の規制（in-use regulation）について 

 道路における安全で法律を遵守した自動運転車の運用を継続的に確保するため、自動運

転車法では、自動運転車が安全で法律を遵守した運行ができないことを示唆する交通違

反等の関連事象の特定・調査、執行権限の行使について規定されている。現在行われて

いる情報収集では、交通違反を認知するプロセス、執行権限の在り方等について調査し

ているところ。 

 ASDE における安全文化（safety culture）は非常に重要であると考えられ、自動運転車

が交通違反を犯した場合は、ASDE による調査官への協力が期待される。協力が得られな

い場合には、情報提供要請や、裁判官の令状による提出命令により、車両やコンピュー

タといった物品の差押えを行うこともできる。違反に関する調査の後、規制機関が制裁

を適用すべきか検討を行う。制裁は段階的であり、重大な違反の場合には、自動運転車

両の認可を停止することや、ODD を変更するといったことも考えられる。  
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ヒアリング結果 ＜英国・自動運転システム開発事業者＞ 
※先方対応者の説明内容をまとめたもの 

 
1. 自動運転システムの商用化について 

 弊社はあくまで自動運転システムの開発企業であるため、自動運転システムの商用化に

ついては、自動車メーカーが開発した車両システムに弊社の自動運転システムを統合す

ることで進めていくことになる。弊社の自動運転システムは、汎用的なカメラやレーダ

ー等の機器で機能するため、基本的にどのような自動車メーカーの車両であっても対応

可能である。 

 直近での量産化が見込めることから、現在は乗用車向けの自動運転システムの開発を先

行させているが、既に貨物トラック等の商用車のユースケースにも取り組んでおり、デ

ータさえ収集できれば、様々な車種、状況、都市にも対応できる。 

 弊社は、国連欧州経済委員会（UNECE：United Nations Economic Commission for 

Europe）等の国際的な枠組みに参画して車両基準の検討に協力しており、弊社が開発し

ている自動運転システムも国連の車両基準に準拠したものである。このような弊社の取

組は、自動車メーカーが弊社の自動運転システムを搭載した車両を国際展開しやすくす

る効果もある。 

 現在は、セーフティードライバーを乗車させて走行しているが、システムの基盤（ファ

ンデーション）モデルを調整することで、将来的には無人でも走行できることを目指し

ている。 

2. E2E 型自動運転システムの特徴について 

 弊社が開発する自動運転システムは、自動車の操縦に係る認知、予測、判断及び操作を

全て単一の AI が担う E2E 型自動運転システムである。E2E 型自動運転システムの最大の

強みは「汎化能力」である。システムの基盤モデルの汎用性が非常に高く、これまで一

度も走行したことのない新しい都市や道路環境においても、過去の知識を応用して対応

できる「ゼロショット能力」を有している。この能力を活用することで、少量の走行デ

ータの追加だけで国ごとに異なる交通ルール、運転文化、行動様式にも対応可能である。

また、乗用車だけではなく商用車にも同じシステムを搭載することが可能である。これ

に対し、従来のルールベース型自動運転システムでは、交通法規や道路上で生じる様々

な場面での対応等を車種ごとに一つずつプログラムする必要があるため、膨大な時間と

労力を要する。 

 弊社の自動運転システムを例とすれば、既に収集データや走行実績が豊富にあるロンド

ン市内は、ほぼ問題なく走行することができる。新たな都市に対応させる際には、基盤

モデルにて「ゼロショット走行」を行い、学習データの不足部分を確認するとともに該

当部分の学習データを収集することで、基盤モデルの調整を図っている。例えば日本で

は、９か月間のデータ収集だけで、システムの性能がゼロショット走行時から飛躍的に

向上した。これは、ロンドン市と日本の交通環境が似ていることもあるが、弊社の自動

運転システムが短期間かつ少ないデータ量で新たな都市に対応できることを示している。  
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ヒアリング結果 ＜英国・Department for Business and Trade、Zenzic＞ 
※先方対応者の説明内容をまとめたもの 

 
1. Department for Business and Trade（DBT）の活動について 

 DBT では、民間事業者による研究開発等を促進するため、産業発展が見込める領域への

投資を行っており、この活動は経済成長だけでなく、雇用創出やサプライチェーン全体

の成長にもつながるものであると考えている。 

なお、研究開発に関する投資は、関連組織である Innovate UK から行っている。 

 コネクティッド・自動運転モビリティ（CAM：Connected and Automated Mobility）の領

域に関しては、近年は自動運転旅客サービスに関する取組と物流倉庫や港湾といった公

道外での自動運転に関する取組に着目し、投資している。 

なお、公道外での自動運転については、自動運転車法の適用外である。 

 

2. Zenzic の活動について 

 DBT は、Zenzic と連携して自動運転関連の事業者に対する資金提供を行っている。

Zenzic は、英国の CAM に関する取組において産学官の橋渡しを担うことを目的に、政府

と産業界によって設立された組織であり、「洞察（Insight）」、「イノベーション

（Innovation）」、「協働（Collaboration）」の三本柱に基づき活動を行っている。 

 「洞察」としては、業界動向等のリサーチや英国の自動運転に関するロードマップ

「CAM Roadmap to 2035」の策定を行っている。CAM Roadmap to 2035 に関しては、国内

の各種計画、自動運転技術の発展状況等を踏まえ、毎年アップデートを行っている。 

 「イノベーション」としては、「CAM Pathfinder」といった投資プロジェクトを通じて、

中小企業を含む英国内の自動運転関連の事業者に対し、事業段階に応じた支援を実施し

ている。例えば、イノベーションの定着（Anchoring innovation）を図るために中小企

業やスタートアップ企業の事業を支援する「モビライズ（Mobilise）」という投資プロ

グラムを実施したり、需要の喚起（Inspiring demand）のために、先進的な技術の成熟

を図る「エネーブル（Enable）」という投資プログラムを実施している。そして、潜在

力の具現化（Realising potential）として、能力のある特定の企業に対しては、事業

拡大に向けた投資を行うことで支援している。 

 

3. E2E 型をはじめとした自動運転システムの開発に関する取組について 

 自動運転システムの開発事業者に対する投資については、ルールベース型と E2E 型の双

方に対して行っている。 

 自動運転車のシミュレーション環境は、危険な状況下、降雪等の外部環境の変化時にお

ける性能を試験したり公道走行前に安全性を確認する上で有用であり、DBT が資金提供

している自動運転に係る AI の安全性の検証手法を確立するためのプロジェクト「Drive 

Safe AI」では、ウォーリック大学と連携してシミュレーション手法の研究開発が行わ

れている。 
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4. その他 

 DBT は、自動運転システムの開発試験を行う環境の整備を支援している。官民共同出資

で設立した「CAM Testbed UK」には、複数の試験施設が参画しており、現実空間・仮想

空間、制御環境・公道試験環境、都市部、地方部、高速道路といったあらゆる環境のユ

ースケースが再現可能となっている。ロンドンのテスト環境（Smart Mobility Living 

Lab London）では、交通ルールを守りつつ安全に走行する能力を実環境で検証すること

ができる。 

  



68 

  



69 

§参考資料１§ 

英国・法律委員会「遠隔運転：政府への提言（要約）」 

（抜粋・仮訳） 

B.遠隔運転者の定義 

B.1 遠隔運転者をどのように定義するかについては、ほとんど合意が得られていない。現

在、業界では「テレオペレーター」や「リモートオペレーター」等、多様な用語が用

いられているが、これらの用語の使用方法については一貫性が乏しい。 

B.2  本アドバイス・ペーパーは、本プロジェクトの目的に即した遠隔運転者の作業上の定

義を示すものである。まず、「運転者」とは何かを検討し、次に「遠隔」とは何かを

検討している。 

 

遠隔の「運転者」とは何か？ 

B.3 「動的運転タスク（DDT）」は、運転の中核となる要素を定義するものである。要す

るに、対象物や事象を認知・判断し、対応するための運転環境の監視とともに、持続

的な横方向及び縦方向の制御（ステアリング、ブレーキ、加速）を行うことを含むも

のである。 

B.4  遠隔運転の前提として、動的運転タスクの一部を行う個人は「運転者」であり、その

結果として「運転者」は動的運転タスクの全ての責任を負うものになることである。 

B.5  本プロジェクトのために、目視外の遠隔運転者を定義する場合、「運転者」は次の全

て又はいずれかのタスクを実行する個人として定義される。 

(1)操舵（横方向の制御） 

(2)制動、ブレーキ解除、又は、アクセル操作（縦方向の制御） 

(3)車両又は運転環境を監視し、車両の運転方法に対して即時かつ安全上重要な介入を

行うことを目的とするもの 

B.6 これに対し、自動運転システムが「自動運転」として認可されるためには、動的運転

タスクの「全て」を実行できなければならない。これは、横方向と縦方向の制御だけ

でなく、物体と事象の認知及び対応も含まれる。自動運転車に関する報告書で説明さ

れているように、運転の自動化が安全確保のために個人に対して運転環境の監視や、

（例えば）安全を維持するためにブレーキによる介入を求める場合、当該システムは
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単なる「運転支援」に過ぎない。この場合、人間の運転者が運転タスク全体の責任を

負い続ける。 

 

遠隔運転と遠隔支援の区別 

B.7  一部の自動運転システムは運転者ではなく「遠隔支援者」に依存する場合がある。例

えば、「支援者」が予期しない道路工事を迂回する経路を特定することがある。ある

いは、車両が車線内で識別できない物体に遭遇して停止した場合に、「支援者」に次

に何をすべきかを尋ねることがある。人間は物体を空袋と認識し、自動運転車に進む

ように指示するかもしれない。 

B.8  自動運転車に関する報告書では、「遠隔支援者」は、助言又は情報を提供するだけな

ら「運転者」ではなく、あくまで自動運転システムが安全な経路を独自に判断するも

のであると説明した。しかし、政策文書に対して、助言と制御の区別が難しいと複数

のステークホルダーから指摘があった。「支援者」が「リスク最小化制御」を開始し

ても、自動運転システムが自ら車両を自動で車線変更した後、次の可能な機会に道路

脇に停車した場合には、これは運転ではないことになる。しかし、車両が車線内で単

にブレーキをかけるだけであれば、これは縦方向の制御を行うことと区別できない

（つまり運転に当たり得るということである）。 

B.9 助言と制御の区別を抽象的に線引きするのは容易ではなく、事実関係と程度の問題で

ある。我々は、ある時点において、人間の「遠隔監視者」が「支援者」と「運転者」

のどちらの役割を果たしているかを判断しなければならない場面を減らそうと試みた。

特に、事故の被害者は、当該時点で車両が「運転」されていたか、又は、当該時点で

「助言」だけ行われたかに関わらず、補償を受けられるべきである。同様に、組織が

「遠隔支援者」と「遠隔運転者」の両方を使用する場合は、同じ規制スキームで両方

をカバーすべきである。 

B.10 刑法上、（遠隔運転者を含む）運転者の責任は、「遠隔支援者」の責任よりもはるか

に重い。後述のセクション G で示すように、「遠隔運転者」に対して不公平となり得

る。 

 

運転者が「遠隔」になるのはいつか。 

B.11 ここでも、「遠隔」について合意された定義はない。 

B.12 我々の見解では、車両又は車両のトレーラーの中、あるいはその上にいる「運転者」
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は、通常の運転に関する法規制が確実に適用される。同様に、運転者が外部からの補

助に頼ることなく運転環境を監視できる目視内の「遠隔運転」に対しては、追加の規

制を設ける必要はないと考える。遠隔操作駐車などの目視内走行の利用形態は、既に

高度に規制されている。 

B.13 我々の提案する改革は、目視外の「遠隔運転者」に適用され、以下の要件を満たす

「運転者」として定義する。 

(1)「運転者」が車両又はトレーラーの外にいる場合。 

(2)「運転者」が、運転環境の安全上重要な要素の一部又は全部を監視するために、

（矯正用眼鏡以外の）外部補助に依存している場合。 

  

E.遠隔運転組織に対する規制 

NUICO（No User-In-Charge Operator）ライセンス付与 

E.5 我々のアドバイスペーパーでは、NUICO は運行における自動運転の側面だけでなく、

自らが行うあらゆる「遠隔運転」にも責任を負うべきであると結論付けた。これによ

り、事業者にとっての重複を最小限に抑え、「遠隔運転者」と「遠隔支援者」の不要

な区別を避けることができる。 
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§参考資料２§ 

英国・CCAV「自動運転車：マーケティング用語の保護」 

（抜粋・仮訳） 

はじめに 

2024 年自動運転車法（https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2024/10/contents/enacted
参照。以下、「2024 年法」）は、2024 年５月に国王裁可を受けた[脚注 1]。この法律

は、英国運輸大臣に対し、自動化（自動運転）として認可された車両のマーケティン

グにのみ使用される特定の用語を保護する権限を与えている。保護された用語[脚注 2]

は、運転支援システムのマーケティングに使用してはならない。 

この協議では、どの用語を保護すべきか、御意見をお寄せいただきたい。 

背景 

この法律は、人間による制御又は監視のない状態で、ある車両が安全に自律的に運転

が可能か否かを判断するための認可手続を定めている。もし事業者が、自社の車両を

認可を受けることなく自動運転であることを主張できる状態になっていた場合は、こ

の手続は無意味なものとなる。 

そのようなマーケティングは危険であり、運転者が運転に注意を払う必要がないと誤

信させる可能性がある。高性能の運転支援システムを提供するメーカーは増加し、誤

解を招くマーケティングのリスクは道路交通の安全性をさらに悪化させるおそれがあ

る。また、自動運転分野への信頼を損なう可能性もある。 

したがって、2024 年法には新たに２種類のマーケティングに関する違反類型が定めら

れている。 

1. 第１の違反類型、すなわち「保護用語使用違反類型」は、保護用語としてリスト化

された用語の使用を制限するものである。この「保護用語リスト」は、協議の

後、二次的な法律として定められなければならない。これが、本協議の実施理由

である。 

2. 第２の違反類型、すなわち「混乱表示違反類型」の制限対象はより広範に及ぶ。こ

れは、無認可の車両が自律的に走行可能という、エンドユーザーに誤解を与える

可能性のあるあらゆる商業的コミュニケーションに適用される。この違反類型は

二次的な法律を必要としないので、この協議の対象とはならない。ただし、これ

は第１の違反類型を補完するものであり、たとえマーケティングの内容が保護用

語リスト上の用語を使用していなくても、混乱を招くおそれがある場合には、違

反にあたる可能性がある。 

2024 年法では、自動運転車両を認可するための手続が定められているが、この手続自

体はまだ施行されていない。現行法の下では、安全に自動運転可能な車両は、2018 年

自動運転車及び電気自動車法（以下「2018 年法」）の第１条にリストとして掲載され

得る。現在、リスト化されている車両は、誤解を招くマーケティングの目的において
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認可車両として扱われる（2024 年法、第 81 条第 5 項）。しかし、認可プロセスが施

行され次第、2018 年法に基づいたリスト記載手続に代わるものとなる。 

したがって、現行法下では、リスト化されている車両のみが、保護用語を使用したマ

ーケティングを行うことができる。将来的には、（例えば、規則で明記されている

「自動運転」等の）保護用語を使用したマーケティングの対象となるのは、認可され

た車両のみとする意図である。そのため、保護用語使用違反は、車両がリストに掲載

されておらず、かつ認可もされていない場合にのみ適用される。 

適用地域 

2024 年法関連規定は、イングランド、ウェールズ及びスコットランドに適用される。

本協議も、イングランド、ウェールズ及びスコットランドに適用される。 

自動運転法実施プログラム 

本協議は、安全原則に関する声明に関するエビデンス募集

（https://www.gov.uk/government/calls-for-evidence/automated-vehicles-statement-of-
safety-principles）と同時に公表されている。これらは合わせて、2024年法を実施する

ためのより広範な二次法プログラムの第１段階を構成する。規制枠組みの全面実施

は、2027 年後半を予定している。 

本実施プログラムは、イノベーションと成長の可能性を最大化し、国民の信頼を強化

し、公共の安全を確保する規制の枠組み構築を優先する意図で構築されている。2024

年法の実施スケジュールには、広範な公開協議が盛り込まれており、本手続の一部と

しての意見を提出頂きたい。 

概要 

本書は４章から構成される。 

第１章では、2024 年法の違反類型を要約する。 

第２章では、何が自動運転であり、何が自動運転ではないのか、国民が混乱している

というエビデンスをまとめるとともに、特定の用語を保護する必要性について考察す

る。 

第３章では、どの用語を保護すべきかを考察する。 

第４章では、御意見をいただきたい点を示す。 

「保護措置の実際の機能方法」では、保護が実際にどのように機能するかについて、

実務的な例を示す。 

 

1. 新たなマーケティング違反類型の概要 

2024 年自動運転車法には、法律委員会の勧告に基づき、２種類の新しいマーケティン

グ違反類型が定められている[脚注 3]。 



75 

1. 第 78 条は、認可された自動運転車（Automated Vehicles、AV）に対して用いられ

る特定の用語の使用を保護する。正確な用語のリストは、協議の上、二次法で定

められ得る。これには、単語、表現、記号又はマークが含まれ得るものとする。 

2. 第 79 条はより広範である。これは、無認可の車両が自律的に走行可能とエンドユ

ーザーに誤解させるおそれのある商業的コミュニケーションに適用される。 

違反類型は、事業者が、無認可車両も自動運転が可能であると運転者に誤信させるこ

とを防止するためにあることが目的ということは明確である。しかし、違反類型の詳

細には複雑な点がある。 

ここでは、違反類型がどのように作用するかについて簡潔な概要を示す。これらの違

反類型について十分に理解したい場合は、法律本文を参照すること。 

限定的な適用範囲 

これらの違反類型は、学術的な議論を制限することを意図したものではない。また、

開発者と投資家の間のコミュニケーションにも適用されない。要するに、本法は違反

類型の適用範囲をエンドユーザー向けの宣伝的コミュニケーションに限定している。

以下、各要件を順に検討する。 

宣伝的コミュニケーション 

これらの違反類型は、事業の過程に携わる者にのみ適用される。さらに、そのコミュ

ニケーションは、商品又はサービスの「販売促進又は供給と関連して」行われなけれ

ばならない。対象となる製品は、違反類型の種類により異なる。 

1. 第 78 条第 2項は、「車両の販売促進又は供給に関連して」使用される用語に適用

される。 

2. 第 78 条第 3項は、「車両の装備として使用することを目的とした製品の販売促進

又は供給に関連して」使用される用語に適用される。これにはソフトウェアが含

まれる。例えば、「自家用車を自動運転化するために」販売されているアフター

マーケットキット等が挙げられる。 

3. 第 79 条第 1項は、コミュニケーションが車両のエンドユーザーを混乱させるおそ

れがある場合に、「あらゆる商品又はサービス」の販売促進又は供給に適用され

る。このセクションは、例えば、無認可の車両が運転者なしで走行している様子

を示すメーカーの広告に適用される。しかし、混乱に関する違反類型はこれより

も僅かに範囲が広い。また、その広告が車両自体ではなく、表面上はその保険の

宣伝であっても対象となる。 

エンドユーザーに向けられたもの 

この違反類型は、コミュニケーションが車両のエンドユーザー又は潜在的エンドユー

ザーに向けられている場合にのみ適用される。「エンドユーザー」とは、第 81条第 1

項で、「車両の開発、製造又は供給に関係しない目的で、道路等の公共の場所でその

車両を使用する者」と定義されている。 

「車両を使用する」という概念は、道路交通法規において何度も言及され、特に 1988
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年道路交通法第 143 条に基づく保険未加入の違反類型において顕著である。2024 年法

での文脈ではその意味は未確定だが、過去の判例[脚注 4]は、「車両の制御、管理、又は

運転に関与する要素」が必要であるとしている[脚注 5]。 

これは、車両の開発又は提供に関係していない人が車両を所有・運転する可能性があ

る場合にのみ、その違反類型が適用されることを意味する。 

 

例 

ある開発者が、顧客を対象とした自動運転の試験運用を有償で実施しているという

プレスリリースを発信する。試験車両はまだ認可されておらず、車両安全ドライバ

ーを使用している。これは、乗員・安全ドライバーともにエンドユーザーではない

ため、違反ではない。 

あるメーカーが自動車を顧客に販売した。そして、車両所有者に対して、無認可の

「自動運転ソフトウェア」の試用機会を提供した。「自動運転」が保護された用語

である場合、これは違反となる。車両所有者はエンドユーザーである。 

 

認可された車両 

これらの違反類型は、2024 年法の第１部により自動運転車として認可された車両には

適用されない。認可制度が施行される前にマーケティング関連の違反が効力を生じた

場合、2018年自動運転車及び電気自動車法のもとでリスト化された車両も同様に免除

される[脚注 6]。 

抗弁 

第 78 条の違反類型には、可能な抗弁が３種類認められている。 

自動化と結びつかない形で使用される用語 

第 78 条第４項により、保護された用語は、車両に関連して使用することができる。た

だし、その使用が「自動化に関するいかなる意味も伝える意図がなく、かつ合理的に

そのような意味として理解され得ない」場合に限定される。 

 

例 

ある企業が「セルフドライブ・バンのレンタル（self-drive van hire）」という広告

を出している。バンには運転者は付属していないので、借りる者は自ら運転しなけ

ればならないことは明白であろう。この文脈における「セルフドライブ」という文

言が、常識として、「自動化」という意味に理解され得ないのであれば、違反にな

らない可能性がある。 
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英国以外のエンドユーザーに向けられた用語 

第 78 条の下では、保護された用語を、他国からエンドユーザーに対して発信すること

は、その用語が英国のエンドユーザーの注意を引くと「合理的に予期できる」場合、

違反にあたる可能性がある。しかし、事業者が、「全ての合理的な予防措置を講じ、

かつ、全ての相当な注意義務を尽くした」ことを証明できれば、「エンドユーザーに

はその用語が自分たちに向けられたものではないと理解させた」という抗弁を主張す

ることができる[脚注 7]。 

混乱に関する違反については、第 79 条第 3 項の下で同様の抗弁が適用される。 

 

例 

あるメーカーが英国からアクセス可能なウェブサイトを設置し、自社の車両がカリ

フォルニア州で、自ら運転可能な車両としての認可を受けていると主張する。これ

は、メーカーが、その車両は英国の道路を自ら運転して走行できないことをエンド

ユーザーが理解できるよう、全ての合理的な予防措置を講じ、かつ相当な注意義務

を尽くしたことを示すことが可能であれば、違反にはあたらない。 

 

 

二次的関与 

当該車両又は車両装備品の製造・供給に関与しない二次事業者には、特別な規定が適

用される。第 78 条第６項に基づき、当該事業者が、当該コミュニケーションが違反類

型を構成することを知らず、かつ疑う理由を有していなかったことを証明できる場合

には、抗弁が認められる。 

混乱表示違反類型については、第 79 条第 4 項の下で同様の抗弁が適用される。 

 

例 

ある新聞が、新しいモデルの車両を誤って「自動運転」と記載した広告を掲載す

る。一見すると、新聞は違法な通信を「引き起こした、又は許可した」ことにな

る。しかし、車両が無認可であることを疑う理由がなかった場合には、新聞社には

抗弁可能となる。 

規制当局が新聞社に通知した後に、新聞社が広告を掲載を継続する場合には、この

抗弁は使用できない。 
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取締役の責任 

第 80 条の下では、企業の取締役、秘書、経営者も、これらの違反に対して個人的に責

任を問われる場合がある。これは、取締役らの同意、黙認、又は怠慢が原因で発生し

た場合に該当する。 

罰則 

起訴による有罪判決には、無制限の罰金又は２年の禁固刑（又はその両方）が科せら

れる。 

民事執行 

民事執行権限は、附則５に定められている。附則５第１項に基づき、運輸大臣は、当

該規定を執行する義務を負う。これは、裁判外の誓約を受け入れること（第３項）、

又は民事裁判所に差止命令の申立てを提起すること（第４項）により行うことができ

る。 

 

2. 誤解を招くおそれのある用語を保護する理由 

運転支援と自動運転の区別は極めて重要である。しかし、運転者の多くは、その境界

がどこなのか混乱している。 

運転支援システムのマーケティング方法が、運転者は運転に注意を払う必要がないと

誤信させてしまう場合、この問題は悪化する。認可されていない、またリストに掲載

されていないにもかかわらず、事業者が運転支援技術を「自動運転」と表現した場

合、深刻な結果が生じ得る。これは認可手続を損ない、公共の安全にリスクをもたら

し、自動運転車両への信頼を低下させる可能性がある。 

法律委員会による協議 

法律委員会は、４年にわたる議論の一環としてこの分野における既存の法律を検討

し、十分な保護を提供していないと結論付けた。 

法律委員会は、最初の協議書において、配備後の自動運転車の安全について機関が責

任を負うべきだと提案した。その後法律委員会は、当該機関が、市場の監視や消費者

及びマーケティング資料の規制に対して、特定の責任を負うべきかどうかをパブリッ

クコメントした。回答者大部分の（60％）はこれに同意した[脚注 8]。KPMG LLP は次の

ように指摘している。 

「これらの点はしばしば二次的又は三次的な問題と見なされがちだが、投資及び自動

運転車（AV）[脚注 9]の安全な導入にとって極めて重要である。」 

英国保険協会及び Thatcham Research は、2018年の#TestingAutomation 調査を引用

し、メーカーからのより一貫性のあるメッセージ発信が真に必要であると感じたとし

ている。 
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「世界全体で 10 人中 7人（71％）、英国では 53％の運転者が、自動運転が可能な車

を現在購入できると考えている。また、英国の自動車運転者の 5 人に 1 人（18％）

は、自動ステアリング、ブレーキ、加速（すなわち運転支援システム）が可能な車

は、『くつろいで車に運転を任せることができる』と考えている[脚注 10]。」 

これらの懸念を踏まえ、法律委員会は新たな違反類型の創設を勧告した。 

2018 年の#TestingAutomation 調査からの証拠 

#TestingAutomation 消費者調査は、Thatcham Research、Euro NCAP、及び Global 
NCAP に委託された。中国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、英国、米国

で、自動車を所有する 1,567 人を対象に調査を行った。調査では、適応型クルーズコ

ントロール、レーンセンタリング、速度支援システムを組み合わせて運転者を支援す

る新型車に関して、潜在的に危険な誤った印象があることを示した[脚注 11]。これらはし

ばしば自動運転と混同された。 

研究の主な知見は次のとおり。 

 世界の運転者の 10 人中 7 人（71％）、英国では 53％が、自動運転車は既に購入で

きると考えていた。 

 英国の運転者の 5 人に 1 人（18％）は、自動ステアリング・ブレーキ・加速が可能

な車両が、「くつろいで車に運転を任せることができる」と考えていた。 

 多くの回答者が、運転支援システムを使用中に、携帯電話でのテキストメッセージ

送信（34％）、手持ち通話をする（33％）、又は短時間の仮眠（11％）等、違法行

為に及ぶ誘惑を感じると答えた。 

 運転者の半数（51％）のみが、運転支援システム使用時に事故が発生した場合、自

分が責任を負うと考えていた。 

Thatcham の 2022 年調査によるエビデンス 

Thatcham が 2022 年に調査を繰り返したところ、状況はほとんど変化していないこと

が判明した。英国の自動車所有者 2,000 人を対象とした調査で、52％が誤って「自動

運転車は既に購入可能」と考えていた[脚注 12]。この誤解は若年層でさらに顕著で、17

歳から 25 歳の 77％が、自動運転車が既に市場で販売されていると信じていた。 

2023 年の大規模自動運転探査研究のエビデンス 

2023 年、英国・運輸省は、自動運転技術に対する人々の理解を探るためにさらなる調

査を行った。この調査でも広範囲にわたる混乱が明らかになった[脚注 13]。 

この調査では、英国全土の 4,027人を対象として行った聞き取りが含まれている。回

答者の半数（50％）が、車両が現在合法的に自動運転することが可能か否かを判断で

きていなかった。残りの半数は、「現在合法である」と考えている者（26％）と「違

法である」と考える者（24％）にほぼ均等に分かれた。 

技術に対する高い好意的態度は、必ずしも高い理解度に結びついていなかった。アー

リーアダプターは、他の人々よりも現在車両が自動運転可能と考える傾向が強かっ
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た。例えば、アーリーアダプターの 36％は、（誤って）「自動車が人間の監督なし

に、事前に定められた区域内で合法的に自動運転が可能」と述べた（一般人口では

26％）。 

この調査では、大規模な市民参加イベントも実施され、参加者は自動運転車両につい

て学び、試乗に参加した。この後、参加者は、自動運転車の「ルール」について、よ

り深い理解を得たと感じ、その理解をより正確に再現できるようになった。しかし、

現在英国の道路においてどの程度の自律性が合法であるかなど、混同のリスクがある

領域は依然として残っている[脚注 14]。 

自動運転に関連する、地雷原のように複雑な新しい法的用語について懸念が示されて

いた。参加者は、運転者又は利用者として、自動運転車両を取り巻く新しいシステム

をどの程度容易に利用できるか不安を感じていた。また、メーカーや個人がシステム

を悪用する可能性があるとも考えていた[脚注 15]。 

英国・運輸省による調査報告書「自動運転への大いなる探求」の付属書では、自動運

転と高度運転支援システムの違いを説明する「交通規則集（Highway Code）」の改正

について特に焦点を当てている[脚注 16]。調査では、運転者は、該当する段落を詳細に読

むことで、全体を明確に理解可能と認識していた。しかし、参加者は「交通規則集」

を日常生活で参照することはほとんどないとも述べていた。ある上級運転指導員によ

ると、運転者がメーカーの取扱説明書に十分な注意を払うことは稀とのことである[脚注

17]。 

調査によれば、自動運転と高度運転支援システムの区別についての運転者の理解は、

より広範なコミュニケーションによって形成される傾向がある。特に、メディア、広

告、又はブランディングを通じて形成される。結論として、マーケティングは重要で

あり、誤解を招くマーケティングはその理解を損なう可能性がある。 

実際の安全上の懸念 

運転者の混乱は、現実に影響を及ぼし得る。最近の事例として、2025 年３月 29日、

中国で、シャオミの SU7 がインテリジェント運転支援モード「ナビゲート・オン・オ

ートパイロット」で走行中衝突し、３名の学生が死亡した事故がある[脚注 18]。それに先

立つ２月、中国工業情報化部は、運転支援システムを自動運転システムとして使用で

きるかのように命名・販売することを禁止する新たな規定を発表していた[脚注 19]。４月

16 日、今回の事故に対する国民の懸念を反映し、同部は「自動運転」「スマート運

転」「インテリジェント運転」等の文言を用いて運転支援機能を宣伝することを防止

するための最新のガイダンスを発表した[脚注 20]。 

これにより、安全性が強調され、メーカーは以前よりも頻繁に「運転支援（assisted 
driving）」のような、より正確な用語を使用するようになっている。例えば、シャオ

ミは「Pilot Pro」システムを「Assisted Driving Pro」に改称し、ウェブサイト上の

「自動運転」という表現を「運転支援」に置き換えた。他のメーカーも同様のアプロ

ーチを採用し、販売チームは顧客に対して、運転支援システムには常時のドライバー

監視が必要であることを強調している。2025年の上海自動車ショーでは、数社の幹部

がより正確な情報共有の必要性を認めていた[脚注 21]。 

信頼の重要性 

新技術に対する国民の信頼と受容は、その成功の鍵となる。英国自動化車両教育協会
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（PAVE UK）による最近の文献レビューでは、信頼の必要性が短期的に研究や革新性

の進展を遅らせる可能性があるとしても、「長期的な成功のためには不可欠」と述べ

られている[脚注 22]。この論文は、信頼には理解、情報、そして関与が必要であることを

示しており、根拠のない主張は不信につながることを示している[脚注 23]。 

英国ウォーリック大学の「安全自律運転研究グループ」による研究では、システムの

能力と限界についての知識を得ることで、システムへの信頼性が高まることが実証さ

れている。これにより、「情報に基づく安全確保」が実現され、運転者の信頼を適切

な水準に調整し、その結果として安全な使用が確保される[脚注 24]。 

2022 年、データ倫理・イノベーションセンターの報告書でも同様の結論に達した[脚注

25]。この報告書では、自動運転車の普及と革新を促進するためには、国民の信頼を構

築する必要があると明らかにした。報告書は、「現在、自動運転システムの能力と限

界について、業界の一部の主張により国民の混乱が悪化している」と指摘した。 

2021 年、BritainThinks は、運輸省の委託により、英国の成人 2,842 人を対象に交通機

関の将来に関する研究プログラムを実施し、英国全土でフォーカスグループを開催し

た[脚注 26]。研究の結果、規制監視と安全確保が、コネクテッド及び自動運転車の安全に

対する国民の認識に影響を与える核心的要因であることが示された。自動運転として

認可されていない車両のマーケティングが規制されないまま放置された場合、技術の

安全性に対する公的信頼を損なうことにつながる危険性がある。 

したがって、誤解を招くマーケティングを規制するには、３つの理由がある。認可と

リスト化プロセスの整合性を保護すること、市民の安全を確保すること、及び信頼を

醸成することである。 

 

3. 保護すべき用語の選択 

運転技術に関連する文言は、継続的に発展し進化している。全ての新しい取り組みと

同様に、運転自動化には独自の専門用語が生まれている。 

法律委員会は、運転自動化を理解する上での困難には、それに付随する言語の複雑さ

があると指摘した。例えば、「運転自動化（driving automation）」と「自動運転

（automated driving）」という区別は重要だが、直ちに明らかではないかもしれな

い。「運転自動化」は運転支援機能を含む広義の用語と考えられるが、「自動運転」

は車両が運転タスクを行っている場合を指すために使用される。さらに、運転支援技

術は急速に発展しており、「自動緊急ブレーキ（autonomous emergency braking）」

といった概念が用語として取り入れられている。使用方法の違いや競合する分類体系

は、さらなる複雑さをもたらす可能性がある。 

規制がない場合、運転自動化をどのように利用すべきか、国民に対して明確かつ簡潔

なメッセージを伝えることは困難である。特定のマーケティング用語を保護し、これ

らの用語が認可又はリストに記載された車両にのみ使用されるようにすることで、国

民の理解を明確にすることが重要である。 

特定の用語が法的保護を受ける前例は存在する。例えば、タクシー免許を持たない車

両の貸し出しを宣伝する際に「タクシー」という言葉を使用することは、状況によっ

ては違反となる[脚注 27]。 
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一方で、過度に細かく規定しすぎることは望ましくない。全ての用語を網羅すること

はできない。混乱を招く用語は、特定の保護対象用語としてリストに記載されるので

はなく、混乱表示違反類型の下で規制される必要がある。特に、消費者による用語理

解が調査されている英語の文言のみを保護することを意図している。したがって、本

論文のウェールズ語版では、ウェールズ語の同等語を探すのではなく、保護された用

語を英語表記のまま保持している。ウェールズ語やその他の言語における誤解を招く

マーケティングは、混乱表示違反の名目で起訴可能である。 

自動運転と見なされる車両 

2024 年法は、車両が自動運転とみなされるかどうかを判断するために、「監視及び制

御」テストを導入している。車両が「自律的に走行する」と見なされるのは、車両の

装備によって制御されており、かつ、個人が運転タスクへの即時介入を念頭に置いて

車両又はその周囲を監視していない場合である。 

これにより、個人による監視や制御を必要としない自動運転技術と、人間の監督を必

要とする運転支援技術との間に、明確な境界線が引かれる。 

まず、法律で自動運転技術を指す際に使用される用語と、法律委員会の勧告を確認し

た上で、個々の用語について検討する。 

法令ではどのような語が使われているか 

法令では、自動運転が可能であるとリストに記載、又は認可された車両を説明するた

めに、様々な語を用いている。 

 2018 年自動運転車及び電気自動車法第１条は、運輸大臣に対し、「安全に自ら運

転が可能な車両」をリスト化する義務を定めている。第１条第４項では、当該項の

リストに記載されている車両を「自動運転車」と呼ぶ。 

 2024 年自動運転車法第１条は、基本的な概念を定義している。重要な問題は、車

両が「自動運転判定テスト」に合格するかどうかであり、これは車両の機能が「自

律的に走行する」ことを可能にするかに依存する[脚注 28]。 

 第３条の下で、運輸大臣は、自動運転判定テストに合格した車両を「自動運転車」

として認可することができる。また、第６条の下で、認可された自動運転車それぞ

れについて責任を負う、「認可自動運転主体（ASDE）」が必要である。 

すなわち、法令は、少なくともある状況では人間の監視と制御を必要としない車両を

表すために次の４種類の用語を用いている。「自ら運転する（driving 
themselves）」、「自動運転（self-driving）」、「自動運転車（automated 
vehicle）」、及び「自律的に走行する（travel autonomously）」である。 

法律委員会の勧告 

2022 年に、法律委員会は用語に関する議論について言及し、「法律委員会の目的は、

どの語が最も適切かを規定することではない」と述べた。一方で、法律委員会は、一

般の人々に「運転に注意を払う必要がない」と誤解を与える可能性が最も高いと考え

られる用語に勧告を限定した。特定された用語は、「自動運転（self-drive、self-
driving）」、「自ら運転する（drive itself）」、「無人運転（driverless）」及び「自
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動運転車（automated vehicle）」であった。 

法律委員会は、過度に規定的になることを望まなかった。したがって、法律委員会は

比較的限定的なリスト作成を推奨し、他の誤解を招く用語は混乱表示違反類型（現在

は 2024 年法第 79 条）によって対処されると指摘した。しかし、消費者調査が誤解を

招くことを示した場合には、将来に他の保護用語を追加する権限を設けることを推奨

した。法律委員会では、他の保護用語には例えば「自動運転（automated driving）」

や「自律的（autonomous）」等が含まれる可能性があると述べた。 

ここでは、法律委員会が推奨する用語、法律で使用される用語、及び関連用語につい

て検討し、それらが保護されるべきかどうかを検証する。そして、記号とマークにつ

いて検証する。最後に、他の用語やブランド名が誤解を招く可能性があるか否か検証

する。 

「自動運転（self-driving）」及び「自ら運転する（driving itself）」 

我々の見解では、「自動運転」や「自ら運転する」という語の使用は、自ら安全に運

転可能と認可又はリストに記載された車両に限定すべきという強い理由がある。これ

らの用語は、リストに記載又は認可された車両のテストを指す際に、法令で使用され

ている。安全ではない、又は無認可・リスト非記載の車両を「自動運転」又は「自ら

運転する」と表現されることを許可した場合、安全保証の制度を損ない、受け入れが

たい公衆の混乱を招くことになる。 

これらの表現は、どのような形でも、「運転する（to drive）」という動詞に伴って使

用される場合には、保護が適用されるべきであると考える。したがって「自動運転

（self-drive）」や「自律走行の（self-driven）」、及び「自ら運転する車両（a 
vehicle which drives）」又は「自ら運転する（drove itself）」も含まれる。さらに、

「itself」には「themselves」も含まれる。例えば、「these vehicles drive themselves
（これらは自ら運転する車両である）」という表現である。また、「自動運転（self-
drive）」という用語が形容詞として使われている場合（例：「これは自動運転車であ

る（this is a self-drive vehicle）」等）も含まれる。規則草案第２条第３項によれば、

保護が適用される条件は次のとおり。 

1. 異なる品詞に変換されたことによる用語のバリエーション 

2. 用語の他の文法形態 

しかし、あまりに広範囲にわたらないことが重要である。運転が、自動ではなく人間

によって行われることが文脈から合理的に明確であるマーケティング資料には、違反

類型は適用されない可能性がある。例として「セルフドライブ・バンのレンタル

（self-drive van hire）」が挙げられる。これは、借り手が自分で車両を運転すること

が期待されている。 

2024 年法は、このような状況において既に抗弁を認めている。第 78条第４項は、被

告人が、保護用語が「自動化に関する意味も伝える意図がなく、また、そのような意

味を伝えると合理的に理解され得ない方法で使用された」ことを立証した場合に適用

される。 

しかし、人による運転を記述する用語には保護は適用されないことを、規則の中でさ

らに明確にすることが有益かもしれない。上記に関し、御意見をお寄せいただきた
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い。 

「無人運転（Driverless）」 

法律委員会は「無人運転」という用語の使用の保護を推奨した。我々は同意する。 

許可されていない、又はリストに記載されていない車両には、運転者（すなわち「車

両の制御を行っている、又は行う立場にある個人」[脚注 29]）が必要となる。そのような

車両を「無人運転」と称して販売することに正当性は見当たらない。 

「自動運転車（Automated Vehicle）」 

法律委員会は、「自動運転車」という用語の使用の保護を推奨した。これは現在専門

用語となっている。2018 年法及び 2024 年法は、両方ともこの用語を自動運転車とし

て認可又はリストに記載されている車両を指すために使用している。 

認可されていない、又は、リストに記載されていない車両をこの用語で表現すること

は、大きな誤解を招くであろう。したがって、「自動」「車両」という２つの用語の

組み合わせは、第 78 条の下で保護されるべきと考える。 

「自動化（Automated）」を車両全体に適用した場合 

法律委員会は、「自動化」という用語をより広範囲で保護すべきかどうかを検討し

た。「自動化」という用語のバリエーション、すなわち「automated」
「automation」「automatic」等は、自動車と自動車産業に広く応用されていることを

指摘した。この用語はギアボックスやウインドスクリーンワイパーからブレーキま

で、様々なパーツに適用されている。よって、法律委員会は「自動化」という用語は

保護するには範囲が広すぎると考えた。 

政府はこれに合意する。我々は、特定の機能に適用される場合に、「自動化」という

用語を保護することを望まない。しかし、車両全体に適用する場合にはその使用を保

護すべきという強い理由がある。 

「自動化」という用語は、保護用語リストに法令草案で含まれているが、規則第２条

第２項は、この用語が「車両全体を表す場合に限り」保護用語となることを明確にし

ている。この基準に基づき、「自動化車両（automated car）」、「自動化バン

（automated van）」、「自動化ハッチバック（automated hatchback）」、又は「当

社の自動化車両【モデル名】」等のフレーズに対して保護が適用されるだろう。しか

し、それは「自動ブレーキ」には適用されないことになる。 

「自動化運転（Automated driving）」 

法律委員会は、「自動化運転」という特定の語句を保護する可能性を留保した。この

用語は、現在では自動運転（self-driving）と同義語と見なされており、「自動化運転

システム」という句のように用いられる。したがって、我々は「自動化」「運転」と

いう２つの用語の組み合わせは、保護する必要があると考える。 

また、この保護は、「自動化運転」が形容詞として使用される場合（例：「この車は

自動化運転システムを搭載している」や「その車には自動化運転機能がある」）にも

適用される。 
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しかし、我々は保護が駆動系等の部材に影響を与えないようにしたい。混乱を招かな

い限り、「オートマチック駆動」又は「オートマチック変速機」と言及することは依

然として許容されるであろう。 

「自律的（Autonomous）」を車両全体に適用した場合 

「自動化」と同様に、「自律的」という用語は様々な車両機能に適用される。例え

ば、「自動緊急ブレーキ」という表現は、運転支援機能を指すために、混乱を招くこ

となく広く使用されている。車両の部品や機能が自動化されるにつれて、このような

記述することを禁止するのは、過度に制限的であろう。 

しかし、「自律走行車両（Autonomous Vehicle）」という語句は明確な意味を持つよ

うになっている。現在では、自動運転である車両を指すことに一般的に使われてい

る。車両として認可されていない、又はリストに記載されていない場合に「自律的」

と表現することは、大きな誤解を招くであろう。 

したがって、「自律的」という用語は、保護用語リストに法令草案で含まれている

が、規則第２条第２項は、この用語が「車両全体を表す場合に限り」保護用語となる

ことを明確にしている。「自律的」が保護される可能性のある事例としては、「自律

走行車両」、「自律走行バン」、「自律走行ハッチバック」、又は「当社の自律走行

【モデル名】」等が挙げられる。 

「自動化運転／自律走行（Autonomous driving／driving autonomously）」 

混乱の最大の危険性は、「自律的」という用語が車両やその装備品ではなく、運転プ

ロセスに適用される場合にある。エンドユーザーは、車両が「自律的に走行する」と

されるとき、人間が運転の責任を負わないと考える可能性が高い。「自律走行」とい

う語句を、認可されていない、又はリストに記載されていない車両に適用すること

は、ほぼ確実に混乱表示違反に該当する。この点を特に明確にする必要がある理由が

ある。この点について御意見をお寄せいただきたい。 

ここでも、「運転（driving）」という語は、「運転する（to drive）」という動詞のあ

らゆる形態、例えば「自律走行（autonomous drive）」「自律的に走行する（drives 
autonomously）」「自律的に走行した（drove autonomously）」「自律的に運転され

る（driven autonomously）」等も含まれる。規則草案第２条第３項の下では、これら

の語句は、どちらの語が先に現れても保護されるため、「自律的に運転される

（autonomously driven）」や「運転：自律走行（driving: autonomous）」等も含まれ

る。 

「自律的に走行する（Travel autonomously）」 

2024 年法では、その車両が「自動運転判定テスト」に合格するか否かを判断するため

に「自律的に走行すること（travelling autonomously）」という用語を使っている。 

現時点では、法令で使用されているとしても、「自律的に走行する」という句を保護

する意図はない。それはやや法令文書的な表現であり、エンドユーザーに訴求する可

能性は低いと考えられる。しかし、誤解を招く方法で使用された場合、混乱表示違反

の第 79 条に該当する可能性がある。 
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3. 記号やマーク 

法律委員会の協議の際、複数の参加者が、車両が自動運転車であることを示す記号や

認証マークの導入の可能性に注目した。法律委員会は、「産業が発展するにつれて、

特に国際的に標準化された場合には、そのようなマークを開発することには意義があ

るかもしれない」と述べた[脚注 30]。この可能性は、第 78 条第１項で規定されており、

同条では、単語や表現だけでなく、「記号やマーク」も対象としている。 

現時点で、当局ではそのような記号は把握していない。特定の記号やマークが特別な

保護に値するか、将来標準化された認証マークを開発することに意義があるかについ

て御意見をお寄せいただきたい。 

その他の可能性のある用語 

他に保護されるべき用語があるかどうか、御意見をお寄せいただきたい。 

特に懸念される分野の一つに、高度運転支援システムのブランド名の使用がある。現

在、各メーカーは自社の運転支援システムには様々な名称を使用している。例えば、

テスラの「オートパイロット」、フォードの「ブルークルーズ」及び「Co-Pilot 
360」、日産の「プロパイロット」、ボルボの「Pilot Assist」等がある。 

「オートパイロット」という用語について、具体的な懸念が提起されている[脚注 31]。米

国では、米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）は、「この用語は、運転自動化技術が

実際よりも高い能力を持っていると運転者に信じさせる可能性がある」と述べている
[脚注 32]。 

しかし、調査がまだ行われていない他のブランドにも同様の懸念の可能性がある。 

さらに、懸念の多くは、例えば「Autopilot」という用語にも見られるとおり、過度の

依存を助長し得る一連のマーケティング及びデザイン要素の全体的な影響に起因して

いる可能性がある。「オートパイロット」（及び他の類似のブランド名）を誤解を招

くことなく使用することは可能かもしれない。この場合、第 79 条の範囲は、マーケテ

ィングの総合的な効果により、エンドユーザーが無認可の車両が安全に自動運転でき

ると誤って認識する可能性がある場合、政府は措置を講じることができる。この点に

ついて御意見をお寄せいただきたい。 

 

4. 協議事項に関する質問 

これらの質問は、本書の文脈の中で閲覧できるようにここに含めている。回答フォー

ムには、回答者自身の情報等、より多くの質問が含まれる場合がある。 

全ての質問の一覧及び回答方法については、「回答方法」

（https://www.gov.uk/government/consultations/automated-vehicles-protecting-
marketing-terms#ways-to-respond）を参照されたい。 

概念的に、これらの車両に対して特定の用語を保護すべきだという点について、賛成

か反対か。 

以下の用語を保護すべきという点に、賛成か反対か。 
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 自動運転（self-driving） 

 自ら運転する（drive itself） 

 無人運転（driverless） 

 自動化運転（automated driving） 

 自律走行（autonomous driving） 

 自律走行する（drive autonomously） 

保護された用語の品詞やその他の文法的な形態も保護されるべきだという点に、賛成

か反対か。 

「自動化（automated）」及び「自律的（autonomous）」という用語は、車両全体を

記述する場合にのみ保護されるべきであるという点に、賛成か反対か。 

2024 年自動運転車法の下で、他に保護されるべき用語あると考えるか。 

英語の用語だけを保護するという我々の方針に賛成か反対か。 

運転自動化と無関係なマーケティングに対して保護が適用されることを防ぐための十

分な法的保護措置を策定する、ということに賛成か反対か。 

自動運転車両であることを示す特定の記号やマークで、特別な保護に値するものがあ

ると考えるか。 

本協議で提案された用語が保護された場合、貴社の事業に何らかのコストが発生する

か。 

どのようなコストが発生し、その規模はどの程度になるか。 

保護措置の実際の機能方法 

第１章で述べたように、保護用語使用違反類型は限定的である。この規定は、事業者

により、車両又は車両装備品の販売促進又は供給に関連して用語が使用され、かつ当

該車両がリストに記載されていない又は認可されていない場合にのみ適用される。さ

らに、エンドユーザー又は潜在的なエンドユーザーが対象でなければならない。 

ここでは、いくつかの想定シナリオを考察し、保護用語使用違反にあたるか否かを論

じる。 

保護用語を但し書き付きで使用する場合 

ある企業は新型モデルを「自動運転車両」として宣伝しているが、例えば「強化され

た運転支援を提供する」や「人間の監督下で動作する」といった但し書きを付けてい

る。車両はリストに記載されておらず、又は認可もされていない。これはマーケティ

ング違反にあたるか？ 

該当する。 
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企業は、たとえこのような方法で但し書きが付されていたとしても、リストに記載さ

れていない、又は認可されていない車両の販売促進又は供給に関連して、保護された

用語を使用することになる。 

将来の自動運転機能についての言及 

ある企業が、将来的に「規制当局の承認を条件に自動運転機能を提供できる」と主張

する、新しいソフトウェアをリリースする。対象車両は、自動運転車としてリストに

記載されておらず、また認可もされていない。これもやはりマーケティング違反にあ

たるか？ 

該当する。 

車両が自動運転車として認可されておらず、又はリストに記載されていない場合、認

可済み及びリスト済み車両にのみ関連して使用が認められている用語を使って販売す

ることはできない。 

主張が事実に即して正確であったとしても、違反となる可能性がある。例えば、認可

が申請されているが、まだ手続が完了していない場合が考えられる。このような状況

では、その車両のテレビ広告で「当社は自ら運転する車両の認可を申請している」と

述べる場合がある。 

これは違反となる。上記では、「車両の販売促進又は供給に関連して」保護用語が使

用された。事実に即した正しい表現であっても、問題を引き起こす可能性がある。視

聴者は、広告の中の全ての文言の正確な意味を必ずしも吸収するわけではない。代わ

りに、車両と自動運転車との一般的な関連付けが、エンドユーザーに、運転に注意を

払う必要がないと考えさせる可能性がある。 

同様の表現でも、まだ市場に出ていない車両のプレスリリースで使われた場合には状

況は異なることになる。これは合法である。この用語は、車両の販売促進又は供給に

関連して使用されるものではない。 

自動運転旅客サービスの試験運用 

このシナリオでは、開発者が一般の人々の参加を募って自動運転の旅客サービスの試

験運用を行う。車両には安全ドライバーが同乗し、一般の参加者は乗客として車両に

乗る。このサービスを「自動運転試験」として宣伝することは可能か？ 

可能である。 

誤解を招くマーケティング違反は、コミュニケーションが「車両のエンドユーザー又

は潜在的なエンドユーザーを対象としている場合にのみ適用される」。このシナリオ

では、運転に注意を払う必要がないと誤解する可能性のあるエンドユーザーは存在し

ない。 

1. 第１章で述べたように、乗客は「制御、管理、又は運転」に責任を持たないた

め、エンドユーザーではない[脚注 33]。 

2. 安全ドライバーは特別に対象から免除されているため、エンドユーザーではな

い。第 81 条第 1 項の下では、車両を「開発に関する商業目的で」車両を使用す
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る者は、エンドユーザーとはみなされない。試験の安全のためには、安全ドライ

バーが十分に訓練され、注意を払う必要性が理解されていることが重要であるの

は明らかである。しかし、この訓練を受けることを前提とすれば、マーケティン

グ資料における「自動運転」への言及によって安全ドライバーが誤解することは

ないと合理的に想定できる。 

しかし、第１章で強調したように、既に自動車を購入した消費者に、無認可の「自動

運転ソフトウェア」の試験に招待することは違反となる。車両を所有又は運転する消

費者はエンドユーザーであり、「自動運転」等の表現は、消費者を「運転に注意を払

う必要がない」と誤解させる可能性が高い。その無認可のソフトウェアが「試験運

用」と表記されていても重要ではない。 

 

 

[脚注] 

1. 2024 年自動運転車法

（https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2024/10/contents/enacted）の規定の多くは

未施行である。本書での 2024 年法の規定への言及は、関連規定が施行された場合の

予想される法的立場を反映するよう表現されている。 

2. 「保護用語」とは、2024 年自動化車両法第 78 条第 8 項に規定される「制限された用

語（restricted terms）」と同義である

（https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2024/10/section/78/enacted）。 

3. 自動運転車：共同報告書
(https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20250109114535mp_/https:/cloud
-platform-
e218f50a4812967ba1215eaecede923f.s3.amazonaws.com/uploads/sites/30/2022/01
/Automated-vehicles-joint-report-cvr-03-02-22.pdf）、勧告第 34 項及び第 35 項。 

4. 概要については、法律委員会、背景論文 A

（https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20250109131455mp_/https:/clou
d-platform-
e218f50a4812967ba1215eaecede923f.s3.amazonaws.com/uploads/sites/30/2022/01
/Background-papers-24-01-22.pdf）（2022）、段落 1.22 から 1.26 を参照された

い。 

5. Brown 対 Roberts 判例（1965）1 QB 1、15A〜B 頁。さらに、R&S Pilling 対 UK 
Insurance Ltd 判例（2019）

（https://supremecourt.uk/uploads/uksc_2017_0096_judgment_0999e96b55.pdf）
UKSC 16 も参照。 

6. 2024 年自動運転車法、第 81 条第５項

（https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2024/10/section/81/enacted）。 

7. 2024 年自動運転車法、第 78 条第５項（b）

（https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2024/10/section/78/enacted）。保護用語が英

国内のエンドユーザーに周知されるのを防ぐため、事業者があらゆる合理的な予防
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措置を講じ、十分な注意義務を果たしたことを証明できる場合、抗弁が認められ

る。第 78 条第 5 項（a）の下では、事業者は、制限用語の使用が英国外の車両のエ

ンドユーザー又は潜在的なエンドユーザーのみに向けられていることを証明しなけ

ればならない。 

8. 自動運転車に関する予備協議用紙

（https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20250109094139mp_/https:/clou
d-platform-
e218f50a4812967ba1215eaecede923f.s3.amazonaws.com/uploads/sites/30/2019/06
/Automated-Vehicles-Analysis-of-Responses.pdf）に対する回答の分析、5.9 項。 

9. 自動運転車に関する予備協議用紙

（https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20250109094139mp_/https:/clou
d-platform-
e218f50a4812967ba1215eaecede923f.s3.amazonaws.com/uploads/sites/30/2019/06
/Automated-Vehicles-Analysis-of-Responses.pdf）に対する回答の分析、5.28 項。 

10. 自動運転車に関する予備協議用紙

（https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20250109094139mp_/https:/clou
d-platform-
e218f50a4812967ba1215eaecede923f.s3.amazonaws.com/uploads/sites/30/2019/06
/Automated-Vehicles-Analysis-of-Responses.pdf）に対する回答の分析、5.29 項。 

11. 調査：自動運転をめぐる過度な宣伝は運転者に危険な混乱を招く

（https://news.thatcham.org/automated-driving-hype-is-dangerously-confusing-
drivers-study-reveals/）、Thatcham Research。 

12. 混乱する英国の運転者、完全自律走行車両を購入可能と誤信

（https://news.thatcham.org/confused-uk-drivers-believe-they-can-buy-a-fully-
autonomous-car-today/）。「自ら走行する」とは、「車を完全に自律的に、熟練し

た運転者と同じくらい安全に、ハンドルから手を離して運転できる技術を備えた

車」と定義されていた。 

13. 自動運転への大いなる探求：未来の交通における自動運転技術に関する一般市民の

見解

（https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attac
hment_data/file/1166512/great-self-driving-exploration-citizen-view-of-self-driving-
technology.pdf）、運輸省（2023年 6月）。 

14. 自動運転への大いなる探求：未来の交通における自動運転技術に関する一般市民の

見解

（https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attac
hment_data/file/1166512/great-self-driving-exploration-citizen-view-of-self-driving-
technology.pdf）、15 頁。 

15. 自動運転への大いなる探求：未来の交通における自動運転技術に関する一般市民の
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